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2-10 制御室について（被ばく評価） 

 

制御室の居住性に係る被ばく評価に当たっては，「実用発電用

原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に

係る被ばく評価に関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」とい

う。）の趣旨に基づき評価を行った。（ 添 付 資 料 8 参 照 ）  

ただし，重大事故等の発生時における制御室の運転員は，重

大事故等が発生した場合に対処するために必要な体制へ移行す

るため，実施組織要員と表記する。 

なお，制御室は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室を対象とし評価する。 

（再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈第

44 条より抜粋） 

 【再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈】

第 44 条（制御室）第 2 項 

重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、以下に掲

げる要件を満たすものをいう。 

① 本規程第２８条に規定する重大事故対策のうち、制御室の運

転員の被ばくの観点から結果が も厳しくなる事故を想定す

ること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても良い。ただし、その場合

は実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮しても良い。ただし、その場合は実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 
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１．評価対象事故 

制御室の居住性に係る被ばく評価の対象となる検討対象と

する重大事故（以下「評価対象事故」という。）は，内的事象

を要因として発生する検討対象とする重大事故及び外的事象

を要因として発生する検討対象とする重大事故から，実効線量

の評価の結果が 大となる重大事故をそれぞれ１つ選定する。 

内的事象における評価対象事故は，発生を仮定する重大事故

のうち，内的事象でのみ発生を仮定する臨界事故，有機溶媒等

による火災又は爆発のうち，高性能粒子フィルタにて捕集され

ない希ガス及び高性能粒子フィルタにて捕集されがたい有機

ヨウ素の放出を伴うこと，臨界の核分裂により発生する中性子

線及び二次ガンマ線の強度の観点から，被ばく線量の評価条件

の厳しい臨界事故とする。 

外的事象における評価対象事故は，発生を仮定する重大事故

のうち，放射性物質の放出量の観点から被ばく線量の評価条件

の厳しい，外的事象の「地震」を要因として発生が想定される，

冷却機能の喪失による蒸発乾固（以下，「蒸発乾固」という。）

及び放射線分解により発生する水素による爆発（以下，「水素

爆発」という。）の同時発生（以下，「地震を要因として発生

が想定される重大事故の同時発生」という。）とする。 

また，地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発

生は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下，「事

故発生建屋」という。）において，同時に発災することを想定

する。 
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なお，地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発

生時における居住性に係る被ばく評価は，各事故発生建屋にお

いて，外的事象の「地震」による冷却機能喪失及び水素掃気機

能喪失を起点として７日以内に発生する蒸発乾固及び水素爆発

を考慮する。 

 

２．大気中への放出量の評価 

放射性物質のうち放射性エアロゾルについては，有効性評価

と同様に，上記 1.で示した事故シーケンスを想定し，上記 1.

で示した事故シーケンス毎に主排気筒を介して大気中へ放出

されるまでの放出経路における放射性物質の除去効率を考慮

し評価した。 

ただし，臨界事故の核分裂に伴い発生する放射性希ガス及び

放射性ヨウ素が主排気筒を介して大気中へ放出されるまでの

放出経路における放射性物質の除去効率は考慮しない。 

以下のａ，ｂ及びｃに各事故の想定を示す。 

 

ａ．臨界事故時の制御室における居住性評価の想定 

臨界事故の拡大防止対策が機能せず，貯槽内において可溶性

中性子吸収材の投入完了まで臨界事故が継続することを想定

する。 

核分裂により生成する放射性希ガス及び放射性ヨウ素並び

に放射性エアロゾルが，核分裂のエネルギによって発生する沸

騰蒸気に同伴し，溶液から貯槽内の気相部へ移行することを想

定する。 
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臨界事故の発生に伴い溶液から貯槽内の気相部へ移行した

放射性物質を，貯留タンクに導き貯留タンクへ閉じ込める。 

臨界事故の発生に伴い溶液から貯槽内の気相部へ移行した

放射性物質のうち，貯槽内に残留する放射性物質が，高性能粒

子フィルタを経由して，主排気筒を介して大気中へ放出される

ことを想定する。 

また，臨界事故が発生した貯槽から核分裂に伴う放射線が放

出されることを想定する。 

 

ｂ．蒸発乾固時の制御室における居住性評価の想定 

蒸発乾固の発生防止対策が機能せず，貯槽内の放射性物質の

崩壊熱により溶液が沸騰することにより，溶液の沸騰蒸気に同

伴し，放射性エアロゾルが溶液から貯槽内の気相部へ移行する

ことを想定する。 

蒸発乾固の発生に伴い溶液から貯槽内の気相部へ移行した

放射性エアロゾルが，凝縮器の下流側に設置する高性能粒子フ

ィルタを経由して，主排気筒を介して大気中へ放出されること

を想定する。 

 

ｃ．水素爆発時の制御室における居住性評価の想定 

放射線分解により発生した水素が，水素爆発を想定する貯槽

内の気相部へ溜まり，気相部の水素濃度が８ｖｏｌ％に到達し，

水素爆発が発生することを仮定する。 

水素爆発の発生により，放射性エアロゾルが溶液から貯槽内

の気相部へ移行することを想定する。 
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水素爆発の発生に伴い溶液から貯槽内の気相部へ移行した

放射性エアロゾルが，高性能粒子フィルタを経由して，主排気

筒を介して大気中へ放出されることを想定する。 

なお，気相部の水素濃度が８ｖｏｌ％に到達するまでの時間

余裕は，水素爆発と同時に発生することを想定する蒸発乾固に

よる沸騰現象を考慮した水素発生 G 値を用いて評価している。 

 

３．大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量の評価において

は，大気拡散の評価に従い実効放出継続時間を基に計算した結

果を年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％

に当たる値を用いた。評価においては，平成 25 年４月から平

成 26 年３月までの１年間における気象データを使用した。 

なお，風向出現頻度及び風速出現頻度については，敷地内の

地上高 146ｍ（標高 205ｍ）における 10 年間（平成 15 年４月

～平成 25 年３月）の資料により不良標本の棄却検定に関する

Ｆ分布検定により実施し，特に異常でないことを確認している。 

さらに，当該データの風向出現頻度及び風速出現頻度につい

て，地上高 146ｍ（標高 205ｍ）における至近の 10 年間（平成

20 年４月～平成 25 年３月及び平成 26 年４月～平成 31 年３

月）の資料により検定を行った結果，至近の気象データを考慮

しても特に異常な年でないことを確認している。 

被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量は，上記の気象デ

ータを用い，制御室の換気設備の運転が７日間外気の取入れを

継続する運転であることを考慮し，放射性物質の評価点を外気
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取込口として評価している。 

 

４．事故発生建屋内の放射性物質からの直接線，スカイシャイン

線等の評価 

上記１．で示した評価事象事故のうち地震を要因として発生

が想定される重大事故の同時発生では，事故発生建屋内の放射

性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る実施組織要員の実効線量を，施設の位置，建屋の配置等に基

づき評価した。上記 1.で示した評価事象事故のうち臨界事故

においては，それらの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線に加えて，核分裂に伴う中性子線及びガンマ線による実施組

織要員の実効線量を，施設の位置，建屋の配置等に基づき評価

した。 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線等については，Ａ

ＮＩＳＮコードを用いて評価した。 

 

５．制御室の居住性に係る被ばく評価 

被ばく評価に当たって考慮している被ばく経路（①～③）は

第 1 図に示すとおりである。それぞれの経路における評価方法

及び評価条件は以下に示すとおりである。 

制御室の実施組織要員に係る被ばく評価期間は事象発生後７

日間とした。 

また，重大事故等の発生時における実施組織要員は交代を行

わないものとして評価するため，入退域時の被ばく経路は対象

としていない。  
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５．１ 制御室内での被ばく 

５．１．１ 事故発生建屋からの直接線，スカイシャイン線によ

る被ばく（経路①） 

事故期間中に事故発生建屋内に存在する放射性物質からの

直接ガンマ線，スカイシャインガンマ線等による制御室内での

実施組織要員の外部被ばくは，前述４．の方法で実効線量を評

価した。 

 

５．１．２ 大気中へ放出された放射性物質のガンマ線による被

ばく（経路②） 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による制御

室内での外部被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の

放出量を基に大気拡散効果と制御室の外壁によるガンマ線の

遮蔽効果を踏まえて実施組織要員の実効線量を評価した。 

また，地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線について

も考慮して評価した。（ 添 付 資 料 5,6 参 照 ）  

 

５．１．３ 室内に外気から取り込まれた放射性物質からのガン

マ線による被ばく（経路③） 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気

から制御室内に取り込まれる。制御室内に取り込まれた放射性

物質のガンマ線による外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取

による内部被ばくの和として実効線量を評価した。なお，重大

事故等の発生時における実施組織要員は，マスクを着用しない

ものとしている。 
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評価に当たっては，（1）～（3）に示す制御室換気系の効果等

を考慮した。制御室内での対応のタイムチャートを第２図に示

す。 

 

（ 1）  制御室換気運転モード 

制御室の居住性に係る被ばく評価に当たって考慮する，制御

室換気系の運転モードを以下に示す。具体的な系統構成は第３

図及び第４図に示すとおりである。 

１） 臨界事故 

臨界事故時は，制御室送風機及び制御室排風機により，外

気を取り入れる方式によって制御室の空気調節を行うものと

して，評価する。 

２） 地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生 

地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生時

は，評価の結果を厳しくするために，実施組織要員を放射線

被ばくから防護することを考慮せず，可搬型送風機を使用し

た場合として評価する。 

 

（ ２ ）  フィルタを通らない空気流入量 

１） 臨界事故 

制御室への高性能粒子フィルタを通らない空気の流入量は，

空 気 流 入 率 測 定 試 験 結 果 を 踏 ま え て 保 守 的 に 換 気 率 換 算 で

0.03 回／h と仮定して評価した。 

２） 地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生 

中央制御室においては，可搬型送風機の能力である 5,200 
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ｍ３／ｈとし，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

においては，可搬型送風機の能力である 2,600ｍ３／ｈとして

評価する。 

 

（ ３ ）  マスクの考慮 

重大事故等の発生時における実施組織要員は，マスクを着用

しないものとしている。 

 

第１図 重大事故時の制御室居住性評価における想定被ば

く経路 
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臨
界
事
故
時 

 

同
時
発
生
時 

 

第３図 中央制御室換気系系統構成 
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臨
界
事
故
時 

 

同
時
発
生
時 

 

第４図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気系系統構成 
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６．評価結果のまとめ 

１．に示したとおり，再処理施設においては，臨界事故及び

地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生を想定

し，主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量を用いて，

被ばく評価を実施した。 

この想定に基づく，中央制御室における７日間の居住性に係

る被ばく評価結果は，第１表に示すとおりである。また，中央

制御室の実施組織要員の実効線量の内訳は第２表に示す通りで

あり，実効線量は 大でも地震を要因として発生が想定される

重大事故の同時発生時において約１×10－ ３ｍＳｖである。した

がって，評価結果は，「判断基準は，運転員の実効線量が７日間

で 100ｍＳｖを超えないこと」を満足している。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室におけ

る７日間の居住性に係る被ばく評価結果は，第３表に示すとお

りである。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の実施組織要員の実効線量の内訳は第４表に示す通りであり，

実効線量は 大でも臨界事故時において約３×10－ ３ ｍＳｖで

ある。したがって，評価結果は，「判断基準は，運転員の実効線

量が７日間で 100ｍＳｖを超えないこと」を満足している。 

この評価に係る被ばく経路イメージを第５表に，被ばく評価

の主要評価条件を第６表に示す。 
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第１表 中央制御室の居住性に係る被ばく評価結果 

（ｍＳｖ） 

事象  実効線量 の  
評価結果  

臨
界

事

故 

①前処理 建屋  溶解 槽におけ る臨界事 故  9E-04 

②前処理 建屋  エン ドピース 酸洗浄槽 における  
臨界事故  9E-04 

③前処理 建屋  ハル 洗浄槽に おける臨 界事故  9E-04 

④精製建 屋  第５一 時貯留処 理槽にお ける臨界 事故  8E-04 

⑤精製建 屋  第７一 時貯留処 理槽にお ける臨界 事故  8E-04 

地震を要 因として 発生が想 定される 重大事故 の同時発 生  1E-03 
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第２表 中央制御室における評価結果の内訳(mSv) 

事 象  

（ １ ）  
建 屋 か ら の
放 射 線 に よ
る 被 ば く  

（ ２ ）  
大 気 中 へ 放
出 さ れ た 放
射 性 物 質 に
よ る 被 ば く  

（ ３ ）  
室 内 に 外 気
か ら 取 り 込
ま れ た 放 射
性 物 質 に よ
る 被 ば く  

合 計  

臨

界

事

故 

① 前 処 理 建 屋  
溶 解 槽 に お け る 臨 界 事 故  2.1E-04 8.9E-07 6.8E-04 9E-04 

② 前 処 理 建 屋  
エ ン ド ピ ー ス 酸 洗 浄 槽 に お け る 臨 界 事 故  

2.1E-04 8.9E-07 6.7E-04 9E-04 

③ 前 処 理 建 屋  
ハ ル 洗 浄 槽 に お け る 臨 界 事 故  2.1E-04 8.9E-07 6.7E-04 9E-04 

④ 精 製 建 屋  
第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽 に お け る 臨 界 事 故  3.1E-05 7.4E-07 7.0E-04 8E-04 

⑤ 精 製 建 屋  
第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 に お け る 臨 界 事 故  

3.1E-05 7.4E-07 7.0E-04 8E-04 

地 震 を 要 因 と し て  
発 生 が 想 定 さ れ る重大事故 の 同 時 発 生  6.5E-07 9.4E-10 9.5E-04 1E-03 

 

制 御 室 で の  
被 ば く  

（ １ ） 室 内 に お け る 建 屋 か ら の 放 射 線 に よ る 被 ば く （ 経 路 ① ）  

（ ２ ） 室 内 に お け る 大 気 中 へ 放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 に よ る 被 ば く 経 路 ② ）  

（ ３ ） 室 内 に 外 気 か ら 取 り 込 ま れ た 放 射 性 物 質 に よ る 被 ば く （ 経 路 ③ ）  

 
(a)臨界事 故の発生 時の被ば く経路  

 
(b)  地震 を要因と して発生 が想定さ れる重大 事故の同 時発生時 の被ばく 経路
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第３表 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の 

居住性に係る被ばく評価結果 

（ｍＳｖ） 

事象  実効線量 の  
評価結果  

臨
界

事

故 

①  前処理建 屋  溶解槽 における 臨界事故  3E-03 

②前処理 建屋  エン ドピース 酸洗浄槽 における  
臨界事故  3E-03 

②  前処理建 屋  ハル洗 浄槽にお ける臨界 事故  3E-03 

③  精製建屋  第５一時 貯留処理 槽におけ る臨界事 故  9E-04 

④  精製建屋  第７一時 貯留処理 槽におけ る臨界事 故  9E-04 

地震を要 因として 発生が想 定される 重大事故 の同時発 生  9E-04 
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第４表 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 の 制 御 室 における評価結果の内訳(mSv) 

事 象  

（ １ ）  
建 屋 か ら の
放 射 線 に よ
る 被 ば く  

（ ２ ）  
大 気 中 へ 放
出 さ れ た 放
射 性 物 質 に
よ る 被 ば く  

（ ３ ）  
室 内 に 外 気
か ら 取 り 込
ま れ た 放 射
性 物 質 に よ
る 被 ば く  

合 計  

臨

界

事

故 

① 前 処 理 建 屋  
溶 解 槽 に お け る 臨 界 事 故  1.3E-03 9.1E-07 8.4E-04 3E-03 

② 前 処 理 建 屋  
エ ン ド ピ ー ス 酸 洗 浄 槽 に お け る 臨 界 事 故  

1.3E-03 9.1E-07 8.4E-04 3E-03 

③ 前 処 理 建 屋  
ハ ル 洗 浄 槽 に お け る 臨 界 事 故  1.3E-03 9.1E-07 8.4E-04 3E-03 

④ 精 製 建 屋  
第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽 に お け る 臨 界 事 故  5.9E-06 7.5E-07 8.7E-04 9E-04 

⑤ 精 製 建 屋  
第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 に お け る 臨 界 事 故  

5.9E-06 7.5E-07 8.7E-04 9E-04 

地 震 を 要 因 と し て  
発 生 が 想 定 さ れ る重大事故 の 同 時 発 生  

4.7E-07 8.9E-10 8.9E-04 9E-04 

 

制 御 室 で の  
被 ば く  

（ １ ） 室 内 に お け る 建 屋 か ら の 放 射 線 に よ る 被 ば く （ 経 路 ① ）  

（ ２ ） 室 内 に お け る 大 気 中 へ 放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 に よ る 被 ば く 経 路 ② ）  

（ ３ ） 室 内 に 外 気 か ら 取 り 込 ま れ た 放 射 性 物 質 に よ る 被 ば く （ 経 路 ③ ）  

 

(a)臨界事 故の発生 時の被ば く経路  

 

(b)  地震 を要因と して発生 が想定さ れる重大 事故の同 時発生時 の被ばく 経路
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第５表 制御室※の居住性に係る被ばく経路 

制御室で の  

被ばく  

（１）室 内におけ る建屋か らの放射 線による 被ばく  
（経路① ）  

（２）室 内におけ る大気中 へ放出さ れた放射 性物質に よ
る被ばく （経路② ）  

（３）室 内に外気 から取り 込まれた 放射性物 質による 被
ばく（経 路③）  

 
(a)中央制 御室の居 住性に係 る被ばく 経路  

 
(b)使用済 燃料の受 入れ施設 及び貯蔵 施設の居 住性に係 る  

被ばく経 路  

※  可搬型設備使用時  
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第６表 制御室の居住性に係る被ばく評価の主要評価条件 

 

項 目  評 価 条 件  選 定 理 由  

放

出

放

射

能

量

評

価

条

件 

評 価 事 象  

・ 臨 界 事 故  
・ 地 震 を 要 因 と し て 発 生 が 想

定 さ れ る 重 大 事 故 の 同 時 発
生  

制 御 室 の 評 価 対 象 事 故 は ，内
的 事 象 を 要 因 と し て 発 生 す
る 検 討 対 象 と す る 重 大 事 故
及 び 外 的 事 象 を 要 因 と し て
発 生 す る 検 討 対 象 と す る 重
大 事 故 か ら ，実 効 線 量 の 評 価
の 結 果 が 大 と な る 重 大 事
故 を そ れ ぞ れ １ つ 選 定 す る 。
（ 添 付 資 料 2参 照 ）  

放 出 開 始  
時 間  

事 象 毎 に 設 定  
事 象 毎 に 設 定  
（ 添 付 資 料 1,7参 照 ）  

放 出 終 了  
時 間  

事 象 毎 に 設 定  
事 象 毎 に 設 定  
（ 添 付 資 料 1,7参 照 ）  

事 故 の  
評 価 期 間  

7 日 間  

審 査 ガ イ ド に 示 す ７ 日 間 に
お け る 実 施 組 織 要 員 の 実 効
線 量 を 評 価 す る 観 点 か ら 設
定  
（ 添 付 資 料 1 参 照 ）  

大

気

拡

散 

評

価

条

件 

放 出 源 及 び  
放 出 源 高 さ  

放 出 源 ： 主 排 気 筒 （ 約 150
ｍ ）  
（ 主 排 気 筒 を 介 し た 大 気 中 へ
の 放 射 性 物 質 の 放 出 源 の 有 効
高 さ は 方 位 に よ り 異 な る 。）  

大 気 中 へ 放 出 さ れ る 放 射 性
物 質 は ，主 排 気 筒 を 介 し て 放
出 す る た め ，主 排 気 筒 を 介 し
た 大 気 中 へ の 放 射 性 物 質 の
放 出 源 高 さ は 主 排 気 筒 高 さ
と す る 。  
（ 添 付 資 料 3 参 照 ）  

被

ば

く

評

価

条

件 

制 御 室 フ ィ ル
タ  ユ ニ ッ ト
の 高 性 能 粒 子
フ ィ ル タ の 除

去 効 率  

99.9% 

設 計 上 期 待 で き る 値 を 設 定
す る 。（ 添 付 資 料 1 参 照 ）  

事 故 時 運 転  
モ ー ド へ の  
切 替 時 間  

・ 臨 界 事 故 時 に お い て は 通 常
の 換 気 運 転 と す る 。  

・同 時 発 生 時 に お い て は 、放 射
性 物 質 の 放 出 開 始 前 ま で に
可 搬 型 送 風 機 へ の 切 り 替 え
が 行 わ れ る と 想 定 す る 。  

 

空 気 流 入 率  

【 中 央 制 御 室 】  
臨 界 事 故 時 ： 0.03 回 ／ h 
同 時 発 生 時 ： 5,200ｍ ３ ／ ｈ  

臨 界 事 故 時：空 気 流 入 率 測 定
試 験 結 果 の 結 果 で あ る
0.0232 回 ／ h に 対 し て 保 守
的 に 0.03 回 /h と 設 定 （ 添
付 資 料 4 参 照 ）  

同 時 発 生 時：可 搬 型 送 風 機 の
設 計 値 か ら 設 定 。  

【 使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設 及
び 貯 蔵 施 設 の 制 御 室 】  

臨 界 事 故 時 ： １ 回 ／ ｈ  
同 時 発 生 時 ： 2,600ｍ ３ ／ ｈ  

臨 界 事 故 時：中 央 制 御 室 の 空
気 流 入 率 を 参 考 に 、保 守 的
に １ 回 /h と 設 定  

同 時 発 生 時：可 搬 型 送 風 機 の
設 計 値 か ら 設 定 。  

マ ス ク に よ る  
防 護 係 数  

マ ス ク 着 用 を 考 慮 し な い 。  （ 添 付 資 料 1 参 照 ）  

詳細な評価条件は添付資料 1 参照 
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添付資料 1 

制御室の居住性評価で用いる評価条件について 

 

制御室の居住性評価で用いる詳細の評価条件を以下に示す。 
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第 1 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋の溶

解槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射

性希ガス及び放射性ヨウ素の放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 

Ｋｒ－85 9.5E+06 

Ｋｒ－87 3.9E+12 

Ｋｒ－88 3.2E+12 

Ｋｒ－89 5.0E+09 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 

Ｘｅ－133 1.6E+11 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 

Ｘｅ－135 2.1E+12 

Ｘｅ－137 3.5E+10 

Ｘｅ－138 7.1E+12 

Ｉ－129 3.7E+00 

Ｉ－131 1.1E+10 

Ｉ－132 1.1E+12 

Ｉ－133 2.4E+11 

Ｉ－134 3.5E+12 

Ｉ－135 6.8E+11 
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第２表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋の溶

解槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射

性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.2E+04 

Ｙ－90 1.2E+04 

Ｒｕ－106 1.5E+08 

Ｒｈ－106 5.7E+05 

Ｃｓ－134 2.7E+02 

Ｃｓ－137 1.7E+04 

Ｂａ－137ｍ 1.6E+04 

Ｃｅ－144 3.7E-01 

Ｐｒ－144 3.7E-01 

Ｓｂ－125 7.1E+01 

Ｐｍ－147 4.9E+02 

Ｅｕ－154 8.1E+02 

Ｐｕ－238 1.2E+03 

Ｐｕ－239 1.1E+02 

Ｐｕ－240 1.8E+02 

Ｐｕ－241 2.4E+04 

Ｐｕ－242 7.4E-01 

Ａｍ－241 1.2E+03 

Ａｍ－242 4.0E+00 

Ａｍ－243 1.1E+01 

Ｃｍ－242 3.3E+00 

Ｃｍ－243 9.1E+00 

Ｃｍ－244 8.5E+02 
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第３表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のエ

ンドピース酸洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した

大気中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 

Ｋｒ－85 9.5E+06 

Ｋｒ－87 3.9E+12 

Ｋｒ－88 3.2E+12 

Ｋｒ－89 5.0E+09 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 

Ｘｅ－133 1.6E+11 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 

Ｘｅ－135 2.1E+12 

Ｘｅ－137 3.5E+10 

Ｘｅ－138 7.1E+12 

Ｉ－129 3.7E+00 

Ｉ－131 1.1E+10 

Ｉ－132 1.1E+12 

Ｉ－133 2.4E+11 

Ｉ－134 3.5E+12 

Ｉ－135 6.8E+11 
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第４表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のエ

ンドピース酸洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した

大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 4.1E+03 

Ｙ－90 4.1E+03 

Ｒｕ－106 3.5E+07 

Ｒｈ－106 1.9E+05 

Ｃｓ－134 9.0E+01 

Ｃｓ－137 5.7E+03 

Ｂａ－137ｍ 5.4E+03 

Ｃｅ－144 1.2E-01 

Ｐｒ－144 1.2E-01 

Ｓｂ－125 2.4E+01 

Ｐｍ－147 1.6E+02 

Ｅｕ－154 2.7E+02 

Ｐｕ－238 3.9E+02 

Ｐｕ－239 3.7E+01 

Ｐｕ－240 5.9E+01 

Ｐｕ－241 8.1E+03 

Ｐｕ－242 2.5E-01 

Ａｍ－241 4.1E+02 

Ａｍ－242 1.3E+00 

Ａｍ－243 3.7E+00 

Ｃｍ－242 1.1E+00 

Ｃｍ－243 3.0E+00 

Ｃｍ－244 2.8E+02 
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第５表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のハ

ル洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への

放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 

Ｋｒ－85 9.5E+06 

Ｋｒ－87 3.9E+12 

Ｋｒ－88 3.2E+12 

Ｋｒ－89 5.0E+09 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 

Ｘｅ－133 1.6E+11 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 

Ｘｅ－135 2.1E+12 

Ｘｅ－137 3.5E+10 

Ｘｅ－138 7.1E+12 

Ｉ－129 3.7E+00 

Ｉ－131 1.1E+10 

Ｉ－132 1.1E+12 

Ｉ－133 2.4E+11 

Ｉ－134 3.5E+12 

Ｉ－135 6.8E+11 
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第６表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のハ

ル洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への

放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.2E+04 

Ｙ－90 1.2E+04 

Ｒｕ－106 9.9E+06 

Ｒｈ－106 5.7E+05 

Ｃｓ－134 2.7E+02 

Ｃｓ－137 1.7E+04 

Ｂａ－137ｍ 1.6E+04 

Ｃｅ－144 3.7E-01 

Ｐｒ－144 3.7E-01 

Ｓｂ－125 7.1E+01 

Ｐｍ－147 4.9E+02 

Ｅｕ－154 8.1E+02 

Ｐｕ－238 1.2E+03 

Ｐｕ－239 1.1E+02 

Ｐｕ－240 1.8E+02 

Ｐｕ－241 2.4E+04 

Ｐｕ－242 7.4E-01 

Ａｍ－241 1.2E+03 

Ａｍ－242 4.0E+00 

Ａｍ－243 1.1E+01 

Ｃｍ－242 3.3E+00 

Ｃｍ－243 9.1E+00 

Ｃｍ－244 8.5E+02 
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第７表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第５

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｋｒ－83ｍ 3.6E+11 

Ｋｒ－85ｍ 3.3E+11 

Ｋｒ－85 4.3E+06 

Ｋｒ－87 1.5E+12 

Ｋｒ－88 1.2E+12 

Ｋｒ－89 1.6E+09 

Ｘｅ－131ｍ 5.4E+08 

Ｘｅ－133ｍ 1.3E+10 

Ｘｅ－133 1.7E+11 

Ｘｅ－135ｍ 2.0E+12 

Ｘｅ－135 2.4E+12 

Ｘｅ－137 3.5E+10 

Ｘｅ－138 5.5E+12 

Ｉ－129 8.5E+00 

Ｉ－131 1.5E+10 

Ｉ－132 1.4E+12 

Ｉ－133 2.5E+11 

Ｉ－134 3.3E+12 

Ｉ－135 6.7E+11 
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第８表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第５

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 

Ｙ－90 0.0E+00 

Ｒｕ－106 5.4E+02 

Ｒｈ－106 2.0E+00 

Ｃｓ－134 0.0E+00 

Ｃｓ－137 0.0E+00 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 

Ｃｅ－144 0.0E+00 

Ｐｒ－144 0.0E+00 

Ｓｂ－125 3.2E-05 

Ｐｍ－147 2.2E-04 

Ｅｕ－154 3.6E-04 

Ｐｕ－238 7.7E+03 

Ｐｕ－239 7.4E+02 

Ｐｕ－240 1.2E+03 

Ｐｕ－241 1.6E+05 

Ｐｕ－242 4.9E+00 

Ａｍ－241 0.0E+00 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 

 

  

406



補 2-10-添 1-10 

 

第９表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第７

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｋｒ－83ｍ 3.6E+11 

Ｋｒ－85ｍ 3.3E+11 

Ｋｒ－85 4.3E+06 

Ｋｒ－87 1.5E+12 

Ｋｒ－88 1.2E+12 

Ｋｒ－89 1.6E+09 

Ｘｅ－131ｍ 5.4E+08 

Ｘｅ－133ｍ 1.3E+10 

Ｘｅ－133 1.7E+11 

Ｘｅ－135ｍ 2.0E+12 

Ｘｅ－135 2.4E+12 

Ｘｅ－137 3.5E+10 

Ｘｅ－138 5.5E+12 

Ｉ－129 8.5E+00 

Ｉ－131 1.5E+10 

Ｉ－132 1.4E+12 

Ｉ－133 2.5E+11 

Ｉ－134 3.3E+12 

Ｉ－135 6.7E+11 
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第 10 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第７

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 

Ｙ－90 0.0E+00 

Ｒｕ－106 5.6E+03 

Ｒｈ－106 5.0E+00 

Ｃｓ－134 0.0E+00 

Ｃｓ－137 0.0E+00 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 

Ｃｅ－144 0.0E+00 

Ｐｒ－144 0.0E+00 

Ｓｂ－125 7.9E-05 

Ｐｍ－147 5.4E-04 

Ｅｕ－154 9.0E-04 

Ｐｕ－238 1.9E+04 

Ｐｕ－239 1.8E+03 

Ｐｕ－240 2.9E+03 

Ｐｕ－241 4.1E+05 

Ｐｕ－242 1.2E+01 

Ａｍ－241 0.0E+00 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 
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第 11 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋の溶

解槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射

性希ガス及び放射性ヨウ素の放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85 9.5E+06 3600 3601 

Ｋｒ－87 3.9E+12 3600 3601 

Ｋｒ－88 3.2E+12 3600 3601 

Ｋｒ－89 5.0E+09 3600 3601 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 3600 3601 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 3600 3601 

Ｘｅ－133 1.6E+11 3600 3601 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 3600 3601 

Ｘｅ－135 2.1E+12 3600 3601 

Ｘｅ－137 3.5E+10 3600 3601 

Ｘｅ－138 7.1E+12 3600 3601 

Ｉ－129 3.7E+00 3600 3601 

Ｉ－131 1.1E+10 3600 3601 

Ｉ－132 1.1E+12 3600 3601 

Ｉ－133 2.4E+11 3600 3601 

Ｉ－134 3.5E+12 3600 3601 

Ｉ－135 6.8E+11 3600 3601 
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第 12 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋の溶

解槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射

性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 1.2E+04 3600 3601 

Ｙ－90 1.2E+04 3600 3601 

Ｒｕ－106 1.5E+08 3600 3601 

Ｒｈ－106 5.7E+05 3600 3601 

Ｃｓ－134 2.7E+02 3600 3601 

Ｃｓ－137 1.7E+04 3600 3601 

Ｂａ－137ｍ 1.6E+04 3600 3601 

Ｃｅ－144 3.7E-01 3600 3601 

Ｐｒ－144 3.7E-01 3600 3601 

Ｓｂ－125 7.1E+01 3600 3601 

Ｐｍ－147 4.9E+02 3600 3601 

Ｅｕ－154 8.1E+02 3600 3601 

Ｐｕ－238 1.2E+03 3600 3601 

Ｐｕ－239 1.1E+02 3600 3601 

Ｐｕ－240 1.8E+02 3600 3601 

Ｐｕ－241 2.4E+04 3600 3601 

Ｐｕ－242 7.4E-01 3600 3601 

Ａｍ－241 1.2E+03 3600 3601 

Ａｍ－242 4.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－243 1.1E+01 3600 3601 

Ｃｍ－242 3.3E+00 3600 3601 

Ｃｍ－243 9.1E+00 3600 3601 

Ｃｍ－244 8.5E+02 3600 3601 
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第 13 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のエ

ンドピース酸洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した

大気中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85 9.5E+06 3600 3601 

Ｋｒ－87 3.9E+12 3600 3601 

Ｋｒ－88 3.2E+12 3600 3601 

Ｋｒ－89 5.0E+09 3600 3601 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 3600 3601 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 3600 3601 

Ｘｅ－133 1.6E+11 3600 3601 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 3600 3601 

Ｘｅ－135 2.1E+12 3600 3601 

Ｘｅ－137 3.5E+10 3600 3601 

Ｘｅ－138 7.1E+12 3600 3601 

Ｉ－129 3.7E+00 3600 3601 

Ｉ－131 1.1E+10 3600 3601 

Ｉ－132 1.1E+12 3600 3601 

Ｉ－133 2.4E+11 3600 3601 

Ｉ－134 3.5E+12 3600 3601 

Ｉ－135 6.8E+11 3600 3601 
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第 14 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のエ

ンドピース酸洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した

大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 4.1E+03 3600 3601 

Ｙ－90 4.1E+03 3600 3601 

Ｒｕ－106 3.5E+07 3600 3601 

Ｒｈ－106 1.9E+05 3600 3601 

Ｃｓ－134 9.0E+01 3600 3601 

Ｃｓ－137 5.7E+03 3600 3601 

Ｂａ－137ｍ 5.4E+03 3600 3601 

Ｃｅ－144 1.2E-01 3600 3601 

Ｐｒ－144 1.2E-01 3600 3601 

Ｓｂ－125 2.4E+01 3600 3601 

Ｐｍ－147 1.6E+02 3600 3601 

Ｅｕ－154 2.7E+02 3600 3601 

Ｐｕ－238 3.9E+02 3600 3601 

Ｐｕ－239 3.7E+01 3600 3601 

Ｐｕ－240 5.9E+01 3600 3601 

Ｐｕ－241 8.1E+03 3600 3601 

Ｐｕ－242 2.5E-01 3600 3601 

Ａｍ－241 4.1E+02 3600 3601 

Ａｍ－242 1.3E+00 3600 3601 

Ａｍ－243 3.7E+00 3600 3601 

Ｃｍ－242 1.1E+00 3600 3601 

Ｃｍ－243 3.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－244 2.8E+02 3600 3601 
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第 15 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のハ

ル洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への

放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.5E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85ｍ 7.9E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85 9.5E+06 3600 3601 

Ｋｒ－87 3.9E+12 3600 3601 

Ｋｒ－88 3.2E+12 3600 3601 

Ｋｒ－89 5.0E+09 3600 3601 

Ｘｅ－131ｍ 4.3E+08 3600 3601 

Ｘｅ－133ｍ 1.1E+10 3600 3601 

Ｘｅ－133 1.6E+11 3600 3601 

Ｘｅ－135ｍ 1.4E+12 3600 3601 

Ｘｅ－135 2.1E+12 3600 3601 

Ｘｅ－137 3.5E+10 3600 3601 

Ｘｅ－138 7.1E+12 3600 3601 

Ｉ－129 3.7E+00 3600 3601 

Ｉ－131 1.1E+10 3600 3601 

Ｉ－132 1.1E+12 3600 3601 

Ｉ－133 2.4E+11 3600 3601 

Ｉ－134 3.5E+12 3600 3601 

Ｉ－135 6.8E+11 3600 3601 
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第 16 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる前処理建屋のハ

ル洗浄槽における臨界事故の主排気筒を介した大気中への

放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 1.2E+04 3600 3601 

Ｙ－90 1.2E+04 3600 3601 

Ｒｕ－106 9.9E+06 3600 3601 

Ｒｈ－106 5.7E+05 3600 3601 

Ｃｓ－134 2.7E+02 3600 3601 

Ｃｓ－137 1.7E+04 3600 3601 

Ｂａ－137ｍ 1.6E+04 3600 3601 

Ｃｅ－144 3.7E-01 3600 3601 

Ｐｒ－144 3.7E-01 3600 3601 

Ｓｂ－125 7.1E+01 3600 3601 

Ｐｍ－147 4.9E+02 3600 3601 

Ｅｕ－154 8.1E+02 3600 3601 

Ｐｕ－238 1.2E+03 3600 3601 

Ｐｕ－239 1.1E+02 3600 3601 

Ｐｕ－240 1.8E+02 3600 3601 

Ｐｕ－241 2.4E+04 3600 3601 

Ｐｕ－242 7.4E-01 3600 3601 

Ａｍ－241 1.2E+03 3600 3601 

Ａｍ－242 4.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－243 1.1E+01 3600 3601 

Ｃｍ－242 3.3E+00 3600 3601 

Ｃｍ－243 9.1E+00 3600 3601 

Ｃｍ－244 8.5E+02 3600 3601 
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第 17 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第５

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 3.6E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85ｍ 3.3E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85 4.3E+06 3600 3601 

Ｋｒ－87 1.5E+12 3600 3601 

Ｋｒ－88 1.2E+12 3600 3601 

Ｋｒ－89 1.6E+09 3600 3601 

Ｘｅ－131ｍ 5.4E+08 3600 3601 

Ｘｅ－133ｍ 1.3E+10 3600 3601 

Ｘｅ－133 1.7E+11 3600 3601 

Ｘｅ－135ｍ 2.0E+12 3600 3601 

Ｘｅ－135 2.4E+12 3600 3601 

Ｘｅ－137 3.5E+10 3600 3601 

Ｘｅ－138 5.5E+12 3600 3601 

Ｉ－129 8.5E+00 3600 3601 

Ｉ－131 1.5E+10 3600 3601 

Ｉ－132 1.4E+12 3600 3601 

Ｉ－133 2.5E+11 3600 3601 

Ｉ－134 3.3E+12 3600 3601 

Ｉ－135 6.7E+11 3600 3601 
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第 18 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第５

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 3600 3601 

Ｙ－90 0.0E+00 3600 3601 

Ｒｕ－106 5.4E+02 3600 3601 

Ｒｈ－106 2.0E+00 3600 3601 

Ｃｓ－134 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｓ－137 0.0E+00 3600 3601 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｅ－144 0.0E+00 3600 3601 

Ｐｒ－144 0.0E+00 3600 3601 

Ｓｂ－125 3.2E-05 3600 3601 

Ｐｍ－147 2.2E-04 3600 3601 

Ｅｕ－154 3.6E-04 3600 3601 

Ｐｕ－238 7.7E+03 3600 3601 

Ｐｕ－239 7.4E+02 3600 3601 

Ｐｕ－240 1.2E+03 3600 3601 

Ｐｕ－241 1.6E+05 3600 3601 

Ｐｕ－242 4.9E+00 3600 3601 

Ａｍ－241 0.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－242 0.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－243 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－242 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－243 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－244 0.0E+00 3600 3601 
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第 19 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第７

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性希ガス及び放射性ヨウ素の放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 3.6E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85ｍ 3.3E+11 3600 3601 

Ｋｒ－85 4.3E+06 3600 3601 

Ｋｒ－87 1.5E+12 3600 3601 

Ｋｒ－88 1.2E+12 3600 3601 

Ｋｒ－89 1.6E+09 3600 3601 

Ｘｅ－131ｍ 5.4E+08 3600 3601 

Ｘｅ－133ｍ 1.3E+10 3600 3601 

Ｘｅ－133 1.7E+11 3600 3601 

Ｘｅ－135ｍ 2.0E+12 3600 3601 

Ｘｅ－135 2.4E+12 3600 3601 

Ｘｅ－137 3.5E+10 3600 3601 

Ｘｅ－138 5.5E+12 3600 3601 

Ｉ－129 8.5E+00 3600 3601 

Ｉ－131 1.5E+10 3600 3601 

Ｉ－132 1.4E+12 3600 3601 

Ｉ－133 2.5E+11 3600 3601 

Ｉ－134 3.3E+12 3600 3601 

Ｉ－135 6.7E+11 3600 3601 
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第 20 表 制御室の居住性に係る被ばく評価に用いる精製建屋の第７

一時貯留処理槽における臨界事故の主排気筒を介した大気

中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 3600 3601 

Ｙ－90 0.0E+00 3600 3601 

Ｒｕ－106 5.6E+03 3600 3601 

Ｒｈ－106 5.0E+00 3600 3601 

Ｃｓ－134 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｓ－137 0.0E+00 3600 3601 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｅ－144 0.0E+00 3600 3601 

Ｐｒ－144 0.0E+00 3600 3601 

Ｓｂ－125 7.9E-05 3600 3601 

Ｐｍ－147 5.4E-04 3600 3601 

Ｅｕ－154 9.0E-04 3600 3601 

Ｐｕ－238 1.9E+04 3600 3601 

Ｐｕ－239 1.8E+03 3600 3601 

Ｐｕ－240 2.9E+03 3600 3601 

Ｐｕ－241 4.1E+05 3600 3601 

Ｐｕ－242 1.2E+01 3600 3601 

Ａｍ－241 0.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－242 0.0E+00 3600 3601 

Ａｍ－243 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－242 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－243 0.0E+00 3600 3601 

Ｃｍ－244 0.0E+00 3600 3601 
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第 21 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の分離建屋の冷

却機能の喪失による蒸発乾固の主排気筒を介した大気中へ

の放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 8.9E+04 

Ｙ－90 8.9E+04 

Ｒｕ－106 4.3E+08 

Ｒｈ－106 4.3E+08 

Ｃｓ－134 2.1E+03 

Ｃｓ－137 1.3E+05 

Ｂａ－137ｍ 1.2E+05 

Ｃｅ－144 2.7E+00 

Ｐｒ－144 2.7E+00 

Ｓｂ－125 7.2E+02 

Ｐｍ－147 4.9E+03 

Ｅｕ－154 8.1E+03 

Ｐｕ－238 2.2E+01 

Ｐｕ－239 2.1E+00 

Ｐｕ－240 3.3E+00 

Ｐｕ－241 4.5E+02 

Ｐｕ－242 1.4E-02 

Ａｍ－241 9.0E+03 

Ａｍ－242 2.9E+01 

Ａｍ－243 8.1E+01 

Ｃｍ－242 2.4E+01 

Ｃｍ－243 6.7E+01 

Ｃｍ－244 6.3E+03 
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第 22 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の精製建屋の冷

却機能の喪失による蒸発乾固の主排気筒を介した大気中へ

の放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 

Ｙ－90 0.0E+00 

Ｒｕ－106 2.8E+03 

Ｒｈ－106 2.8E+03 

Ｃｓ－134 0.0E+00 

Ｃｓ－137 0.0E+00 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 

Ｃｅ－144 0.0E+00 

Ｐｒ－144 0.0E+00 

Ｓｂ－125 4.5E-04 

Ｐｍ－147 3.1E-03 

Ｅｕ－154 5.1E-03 

Ｐｕ－238 1.1E+05 

Ｐｕ－239 1.0E+04 

Ｐｕ－240 1.7E+04 

Ｐｕ－241 2.3E+06 

Ｐｕ－242 7.0E+01 

Ａｍ－241 0.0E+00 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 
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第 23 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時のウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の主

排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.9E-04 

Ｙ－90 1.9E-04 

Ｒｕ－106 8.2E+00 

Ｒｈ－106 8.2E+00 

Ｃｓ－134 2.6E-06 

Ｃｓ－137 1.6E-04 

Ｂａ－137ｍ 1.5E-04 

Ｃｅ－144 3.3E-08 

Ｐｒ－144 3.3E-08 

Ｓｂ－125 2.1E-04 

Ｐｍ－147 1.5E-03 

Ｅｕ－154 2.4E-03 

Ｐｕ－238 5.5E+03 

Ｐｕ－239 5.3E+02 

Ｐｕ－240 8.4E+02 

Ｐｕ－241 1.2E+05 

Ｐｕ－242 3.5E+00 

Ａｍ－241 1.2E+02 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 
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第 24 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の高レベル廃液

ガラス固化建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の主排気

筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 8.4E+05 

Ｙ－90 8.4E+05 

Ｒｕ－106 4.1E+09 

Ｒｈ－106 4.1E+09 

Ｃｓ－134 2.0E+04 

Ｃｓ－137 1.2E+06 

Ｂａ－137ｍ 1.2E+06 

Ｃｅ－144 2.6E+01 

Ｐｒ－144 2.6E+01 

Ｓｂ－125 7.0E+03 

Ｐｍ－147 4.8E+04 

Ｅｕ－154 8.0E+04 

Ｐｕ－238 2.0E+02 

Ｐｕ－239 2.0E+01 

Ｐｕ－240 3.1E+01 

Ｐｕ－241 4.3E+03 

Ｐｕ－242 1.3E-01 

Ａｍ－241 8.5E+04 

Ａｍ－242 2.8E+02 

Ａｍ－243 7.7E+02 

Ｃｍ－242 2.3E+02 

Ｃｍ－243 6.4E+02 

Ｃｍ－244 5.9E+04 
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第 25 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の前処理建屋の

放射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介

した大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 9.3E+06 

Ｙ－90 9.3E+06 

Ｒｕ－106 3.4E+03 

Ｒｈ－106 3.4E+03 

Ｃｓ－134 2.1E+05 

Ｃｓ－137 1.3E+07 

Ｂａ－137ｍ 1.2E+07 

Ｃｅ－144 2.8E+02 

Ｐｒ－144 2.8E+02 

Ｓｂ－125 5.3E+04 

Ｐｍ－147 3.7E+05 

Ｅｕ－154 6.1E+05 

Ｐｕ－238 8.9E+05 

Ｐｕ－239 8.5E+04 

Ｐｕ－240 1.4E+05 

Ｐｕ－241 1.9E+07 

Ｐｕ－242 5.7E+02 

Ａｍ－241 9.3E+05 

Ａｍ－242 3.0E+03 

Ａｍ－243 8.4E+03 

Ｃｍ－242 2.5E+03 

Ｃｍ－243 6.9E+03 

Ｃｍ－244 6.5E+05 
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第 26 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の分離建屋の放

射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介し

た大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 2.7E+07 

Ｙ－90 2.7E+07 

Ｒｕ－106 1.2E+04 

Ｒｈ－106 1.2E+04 

Ｃｓ－134 6.1E+05 

Ｃｓ－137 3.9E+07 

Ｂａ－137ｍ 3.7E+07 

Ｃｅ－144 8.1E+02 

Ｐｒ－144 8.1E+02 

Ｓｂ－125 2.0E+05 

Ｐｍ－147 1.4E+06 

Ｅｕ－154 2.3E+06 

Ｐｕ－238 5.4E+05 

Ｐｕ－239 5.1E+04 

Ｐｕ－240 8.2E+04 

Ｐｕ－241 1.1E+07 

Ｐｕ－242 3.4E+02 

Ａｍ－241 2.7E+06 

Ａｍ－242 8.8E+03 

Ａｍ－243 2.4E+04 

Ｃｍ－242 7.3E+03 

Ｃｍ－243 2.0E+04 

Ｃｍ－244 1.9E+06 
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第 27 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の精製建屋の放

射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介し

た大気中への放射性エアロゾルの放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 

Ｙ－90 0.0E+00 

Ｒｕ－106 7.9E-02 

Ｒｈ－106 7.9E-02 

Ｃｓ－134 0.0E+00 

Ｃｓ－137 0.0E+00 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 

Ｃｅ－144 0.0E+00 

Ｐｒ－144 0.0E+00 

Ｓｂ－125 1.2E-01 

Ｐｍ－147 8.6E-01 

Ｅｕ－154 1.4E+00 

Ｐｕ－238 6.6E+06 

Ｐｕ－239 6.3E+05 

Ｐｕ－240 1.0E+06 

Ｐｕ－241 1.4E+08 

Ｐｕ－242 4.2E+03 

Ａｍ－241 0.0E+00 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 
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第 28 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時のウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の放射線分解により発生する水素によ

る爆発の主排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの

放出量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 5.5E-02 

Ｙ－90 5.5E-02 

Ｒｕ－106 2.3E-04 

Ｒｈ－106 2.3E-04 

Ｃｓ－134 7.3E-04 

Ｃｓ－137 4.6E-02 

Ｂａ－137ｍ 4.4E-02 

Ｃｅ－144 9.4E-06 

Ｐｒ－144 9.4E-06 

Ｓｂ－125 6.0E-02 

Ｐｍ－147 4.1E-01 

Ｅｕ－154 6.8E-01 

Ｐｕ－238 1.6E+06 

Ｐｕ－239 1.5E+05 

Ｐｕ－240 2.4E+05 

Ｐｕ－241 3.3E+07 

Ｐｕ－242 1.0E+03 

Ａｍ－241 3.4E+04 

Ａｍ－242 0.0E+00 

Ａｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－242 0.0E+00 

Ｃｍ－243 0.0E+00 

Ｃｍ－244 0.0E+00 
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第 29 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の高レベル廃液

ガラス固化建屋の放射線分解により発生する水素による爆

発の主排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出

量 

 

核種 
放出量 

（Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 2.5E+08 

Ｙ－90 2.5E+08 

Ｒｕ－106 1.2E+05 

Ｒｈ－106 1.2E+05 

Ｃｓ－134 5.8E+06 

Ｃｓ－137 3.7E+08 

Ｂａ－137ｍ 3.5E+08 

Ｃｅ－144 7.5E+03 

Ｐｒ－144 7.5E+03 

Ｓｂ－125 2.1E+06 

Ｐｍ－147 1.4E+07 

Ｅｕ－154 2.3E+07 

Ｐｕ－238 6.0E+04 

Ｐｕ－239 5.8E+03 

Ｐｕ－240 9.2E+03 

Ｐｕ－241 1.3E+06 

Ｐｕ－242 3.9E+01 

Ａｍ－241 2.5E+07 

Ａｍ－242 8.2E+04 

Ａｍ－243 2.3E+05 

Ｃｍ－242 6.8E+04 

Ｃｍ－243 1.9E+05 

Ｃｍ－244 1.7E+07 
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第 30 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の分離建屋の冷

却機能の喪失による蒸発乾固の主排気筒を介した大気中へ

の放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 2.3E+00 54360 93300 

Ｙ－90 2.3E+00 54360 93300 

Ｒｕ－106 1.1E+04 54360 93300 

Ｒｈ－106 1.1E+04 54360 93300 

Ｃｓ－134 5.3E-02 54360 93300 

Ｃｓ－137 3.4E+00 54360 93300 

Ｂａ－137ｍ 3.2E+00 54360 93300 

Ｃｅ－144 6.9E-05 54360 93300 

Ｐｒ－144 6.9E-05 54360 93300 

Ｓｂ－125 1.8E-02 54360 93300 

Ｐｍ－147 1.3E-01 54360 93300 

Ｅｕ－154 2.1E-01 54360 93300 

Ｐｕ－238 5.5E-04 54360 93300 

Ｐｕ－239 5.3E-05 54360 93300 

Ｐｕ－240 8.4E-05 54360 93300 

Ｐｕ－241 1.2E-02 54360 93300 

Ｐｕ－242 3.5E-07 54360 93300 

Ａｍ－241 2.3E-01 54360 93300 

Ａｍ－242 7.6E-04 54360 93300 

Ａｍ－243 2.1E-03 54360 93300 

Ｃｍ－242 6.3E-04 54360 93300 

Ｃｍ－243 1.7E-03 54360 93300 

Ｃｍ－244 1.6E-01 54360 93300 
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第 31 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の精製建屋の冷

却機能の喪失による蒸発乾固の主排気筒を介した大気中へ

の放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 41361 110400 

Ｙ－90 0.0E+00 41361 110400 

Ｒｕ－106 4.1E-02 41361 110400 

Ｒｈ－106 4.1E-02 41361 110400 

Ｃｓ－134 0.0E+00 41361 110400 

Ｃｓ－137 0.0E+00 41361 110400 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 41361 110400 

Ｃｅ－144 0.0E+00 41361 110400 

Ｐｒ－144 0.0E+00 41361 110400 

Ｓｂ－125 6.5E-09 41361 110400 

Ｐｍ－147 4.4E-08 41361 110400 

Ｅｕ－154 7.3E-08 41361 110400 

Ｐｕ－238 1.6E+00 41361 110400 

Ｐｕ－239 1.5E-01 41361 110400 

Ｐｕ－240 2.4E-01 41361 110400 

Ｐｕ－241 3.3E+01 41361 110400 

Ｐｕ－242 1.0E-03 41361 110400 

Ａｍ－241 0.0E+00 41361 110400 

Ａｍ－242 0.0E+00 41361 110400 

Ａｍ－243 0.0E+00 41361 110400 

Ｃｍ－242 0.0E+00 41361 110400 

Ｃｍ－243 0.0E+00 41361 110400 

Ｃｍ－244 0.0E+00 41361 110400 
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第 32 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時のウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の

主排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 7.4E-09 68717 94800 

Ｙ－90 7.4E-09 68717 94800 

Ｒｕ－106 3.1E-04 68717 94800 

Ｒｈ－106 3.1E-04 68717 94800 

Ｃｓ－134 9.8E-11 68717 94800 

Ｃｓ－137 6.2E-09 68717 94800 

Ｂａ－137ｍ 5.9E-09 68717 94800 

Ｃｅ－144 1.3E-12 68717 94800 

Ｐｒ－144 1.3E-12 68717 94800 

Ｓｂ－125 8.1E-09 68717 94800 

Ｐｍ－147 5.6E-08 68717 94800 

Ｅｕ－154 9.2E-08 68717 94800 

Ｐｕ－238 2.1E-01 68717 94800 

Ｐｕ－239 2.0E-02 68717 94800 

Ｐｕ－240 3.2E-02 68717 94800 

Ｐｕ－241 4.4E+00 68717 94800 

Ｐｕ－242 1.3E-04 68717 94800 

Ａｍ－241 4.6E-03 68717 94800 

Ａｍ－242 0.0E+00 68717 94800 

Ａｍ－243 0.0E+00 68717 94800 

Ｃｍ－242 0.0E+00 68717 94800 

Ｃｍ－243 0.0E+00 68717 94800 

Ｃｍ－244 0.0E+00 68717 94800 
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第 33 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の高レベル廃液

ガラス固化建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の主排気

筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 2.0E+01 83116 124500 

Ｙ－90 2.0E+01 83116 124500 

Ｒｕ－106 9.9E+04 83116 124500 

Ｒｈ－106 9.9E+04 83116 124500 

Ｃｓ－134 4.7E-01 83116 124500 

Ｃｓ－137 3.0E+01 83116 124500 

Ｂａ－137ｍ 2.8E+01 83116 124500 

Ｃｅ－144 6.2E-04 83116 124500 

Ｐｒ－144 6.2E-04 83116 124500 

Ｓｂ－125 1.7E-01 83116 124500 

Ｐｍ－147 1.2E+00 83116 124500 

Ｅｕ－154 1.9E+00 83116 124500 

Ｐｕ－238 4.9E-03 83116 124500 

Ｐｕ－239 4.7E-04 83116 124500 

Ｐｕ－240 7.5E-04 83116 124500 

Ｐｕ－241 1.0E-01 83116 124500 

Ｐｕ－242 3.2E-06 83116 124500 

Ａｍ－241 2.1E+00 83116 124500 

Ａｍ－242 6.8E-03 83116 124500 

Ａｍ－243 1.9E-02 83116 124500 

Ｃｍ－242 5.6E-03 83116 124500 

Ｃｍ－243 1.5E-02 83116 124500 

Ｃｍ－244 1.4E+00 83116 124500 
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第 34 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の前処理建屋の

放射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介

した大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 9.3E+06 273600 273601 

Ｙ－90 9.3E+06 273600 273601 

Ｒｕ－106 3.4E+03 273600 273601 

Ｒｈ－106 3.4E+03 273600 273601 

Ｃｓ－134 2.1E+05 273600 273601 

Ｃｓ－137 1.3E+07 273600 273601 

Ｂａ－137ｍ 1.2E+07 273600 273601 

Ｃｅ－144 2.8E+02 273600 273601 

Ｐｒ－144 2.8E+02 273600 273601 

Ｓｂ－125 5.3E+04 273600 273601 

Ｐｍ－147 3.7E+05 273600 273601 

Ｅｕ－154 6.1E+05 273600 273601 

Ｐｕ－238 8.9E+05 273600 273601 

Ｐｕ－239 8.5E+04 273600 273601 

Ｐｕ－240 1.4E+05 273600 273601 

Ｐｕ－241 1.9E+07 273600 273601 

Ｐｕ－242 5.7E+02 273600 273601 

Ａｍ－241 9.3E+05 273600 273601 

Ａｍ－242 3.0E+03 273600 273601 

Ａｍ－243 8.4E+03 273600 273601 

Ｃｍ－242 2.5E+03 273600 273601 

Ｃｍ－243 6.9E+03 273600 273601 

Ｃｍ－244 6.5E+05 273600 273601 
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第 35 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の分離建屋の放

射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介し

た大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 2.7E+07 50400 50401 

Ｙ－90 2.7E+07 50400 50401 

Ｒｕ－106 1.2E+04 50400 50401 

Ｒｈ－106 1.2E+04 50400 50401 

Ｃｓ－134 6.1E+05 50400 50401 

Ｃｓ－137 3.9E+07 50400 50401 

Ｂａ－137ｍ 3.7E+07 50400 50401 

Ｃｅ－144 8.1E+02 50400 50401 

Ｐｒ－144 8.1E+02 50400 50401 

Ｓｂ－125 2.0E+05 50400 50401 

Ｐｍ－147 1.4E+06 50400 50401 

Ｅｕ－154 2.3E+06 50400 50401 

Ｐｕ－238 5.4E+05 50400 50401 

Ｐｕ－239 5.1E+04 50400 50401 

Ｐｕ－240 8.2E+04 50400 50401 

Ｐｕ－241 1.1E+07 50400 50401 

Ｐｕ－242 3.4E+02 50400 50401 

Ａｍ－241 2.7E+06 50400 50401 

Ａｍ－242 8.8E+03 50400 50401 

Ａｍ－243 2.4E+04 50400 50401 

Ｃｍ－242 7.3E+03 50400 50401 

Ｃｍ－243 2.0E+04 50400 50401 

Ｃｍ－244 1.9E+06 50400 50401 
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第 36 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の精製建屋の放

射線分解により発生する水素による爆発の主排気筒を介し

た大気中への放射性エアロゾルの放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 0.0E+00 61200 61201 

Ｙ－90 0.0E+00 61200 61201 

Ｒｕ－106 7.9E-02 61200 61201 

Ｒｈ－106 7.9E-02 61200 61201 

Ｃｓ－134 0.0E+00 61200 61201 

Ｃｓ－137 0.0E+00 61200 61201 

Ｂａ－137ｍ 0.0E+00 61200 61201 

Ｃｅ－144 0.0E+00 61200 61201 

Ｐｒ－144 0.0E+00 61200 61201 

Ｓｂ－125 1.2E-01 61200 61201 

Ｐｍ－147 8.6E-01 61200 61201 

Ｅｕ－154 1.4E+00 61200 61201 

Ｐｕ－238 6.6E+06 61200 61201 

Ｐｕ－239 6.3E+05 61200 61201 

Ｐｕ－240 1.0E+06 61200 61201 

Ｐｕ－241 1.4E+08 61200 61201 

Ｐｕ－242 4.2E+03 61200 61201 

Ａｍ－241 0.0E+00 61200 61201 

Ａｍ－242 0.0E+00 61200 61201 

Ａｍ－243 0.0E+00 61200 61201 

Ｃｍ－242 0.0E+00 61200 61201 

Ｃｍ－243 0.0E+00 61200 61201 

Ｃｍ－244 0.0E+00 61200 61201 
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第 37 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時のウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の放射線分解により発生する水素によ

る爆発の主排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの

放出率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 5.5E-02 75600 75601 

Ｙ－90 5.5E-02 75600 75601 

Ｒｕ－106 2.3E-04 75600 75601 

Ｒｈ－106 2.3E-04 75600 75601 

Ｃｓ－134 7.3E-04 75600 75601 

Ｃｓ－137 4.6E-02 75600 75601 

Ｂａ－137ｍ 4.4E-02 75600 75601 

Ｃｅ－144 9.4E-06 75600 75601 

Ｐｒ－144 9.4E-06 75600 75601 

Ｓｂ－125 6.0E-02 75600 75601 

Ｐｍ－147 4.1E-01 75600 75601 

Ｅｕ－154 6.8E-01 75600 75601 

Ｐｕ－238 1.6E+06 75600 75601 

Ｐｕ－239 1.5E+05 75600 75601 

Ｐｕ－240 2.4E+05 75600 75601 

Ｐｕ－241 3.3E+07 75600 75601 

Ｐｕ－242 1.0E+03 75600 75601 

Ａｍ－241 3.4E+04 75600 75601 

Ａｍ－242 0.0E+00 75600 75601 

Ａｍ－243 0.0E+00 75600 75601 

Ｃｍ－242 0.0E+00 75600 75601 

Ｃｍ－243 0.0E+00 75600 75601 

Ｃｍ－244 0.0E+00 75600 75601 
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第 38 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因とし

て発生が想定される重大事故の同時発生時の高レベル廃液

ガラス固化建屋の放射線分解により発生する水素による爆

発の主排気筒を介した大気中への放射性エアロゾルの放出

率 

 

核種 
放出率 

（Ｂｑ／ｓ） 

放出開始時間 

（ｓ） 

放出終了時間 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 2.5E+08 86400 86401 

Ｙ－90 2.5E+08 86400 86401 

Ｒｕ－106 1.2E+05 86400 86401 

Ｒｈ－106 1.2E+05 86400 86401 

Ｃｓ－134 5.8E+06 86400 86401 

Ｃｓ－137 3.7E+08 86400 86401 

Ｂａ－137ｍ 3.5E+08 86400 86401 

Ｃｅ－144 7.5E+03 86400 86401 

Ｐｒ－144 7.5E+03 86400 86401 

Ｓｂ－125 2.1E+06 86400 86401 

Ｐｍ－147 1.4E+07 86400 86401 

Ｅｕ－154 2.3E+07 86400 86401 

Ｐｕ－238 6.0E+04 86400 86401 

Ｐｕ－239 5.8E+03 86400 86401 

Ｐｕ－240 9.2E+03 86400 86401 

Ｐｕ－241 1.3E+06 86400 86401 

Ｐｕ－242 3.9E+01 86400 86401 

Ａｍ－241 2.5E+07 86400 86401 

Ａｍ－242 8.2E+04 86400 86401 

Ａｍ－243 2.3E+05 86400 86401 

Ｃｍ－242 6.8E+04 86400 86401 

Ｃｍ－243 1.9E+05 86400 86401 

Ｃｍ－244 1.7E+07 86400 86401 
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第 39 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における臨界事故時の主要な評価条件の居住性評価審査ガイドとの関係 

 

評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

事故時における外気取り

込み 
考慮する。 

主排気筒を介した大気中へ放出さ

れた放射性物質は，外気との連絡

口及び外気との連絡口以外の経路

から室内へ流入することを想定す

る。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所の建屋の表面空気中か

ら，次の二つの経路で放射性物質が外気か

ら取り込まれることを仮定する。 

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所の非常用換気空調設備によって室内

に取り入れること（外気取入） 

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所内に直接流入すること（空気流入） 

平常運転時の運転モード

の運転継続時間 
７日間 

より厳しい結果となるように，事

故時の運転モードは考慮せず，平

常運転時の運転モードが７日間継

続するものとする。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内への外気取入による

放射性物質の取り込みについては，非常用

換気空調設備の設計及び運転条件に従って

計算する。 

4
3
7
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

平常運転時における外気

との連絡口から換気設備

の高性能粒子フィルタを

経由する外気取入量 

5,100ｍ
３
/ｈ 5,000ｍ

３
/ｈ 設計上期待できる値を設定する。 同上 

バウンダリ体積 18,720ｍ３ 2,640ｍ３ 
室内及び空調機器の体積をバウン

ダリ体積として設定する。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内に取り込まれる放射

性物質の空気流入量は，空気流入率及び原

子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所

バウンダリ体積（容積）を用いて計算す

る。 

換気設備の高性能粒子フ

ィルタの除去効率 
99.9% 設計上期待できる値を設定する。 

４．２（１）ａ．ヨウ素類及びエアロゾル

のフィルタ効率は，使用条件での設計値を

基に設定する。なお，フィルタ効率の設定

に際し，ヨウ素類の性状を適切に考慮する。 

換気設備のヨウ素フィル

タによる除去効率 
考慮しない。 

より厳しい結果となるようにヨウ

素の形態は有機ヨウ素とし，フィ

ルタによる除去を考慮しない。 

同上 

4
3
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

高性能粒子フィルタを経

由せずに流入する放射性

物質を含む空気の流入量 

バウンダリ体

積の換気率換

算で 

0.03 回／ｈ 

バウンダリ体積の換気

率換算で 

１回／ｈ 

居住性評価手法内規の「別添資料 

原子力発電所の中央制御室の空気

流入率測定試験手法」に準拠し実

施した試験結果（0.0232 回／ｈ）

から，より厳しい結果となるよう

に設定する。 

４．２（１）ｂ．既設の場合では，空気流

入率は，空気流入率測定試験結果を基に設

定する。 

制御室の遮蔽 
厚さ１ｍの 

コンクリート 

より厳しい結果となるように建屋

内の区画及び構築物を考慮せず設

定する。 

４．２（３）ａ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対

策要員に対しては，原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所の建屋によって放射

線が遮へいされる低減効果を考慮する。 

被ばく評価期間 臨界による核分裂の発生から７日間 

再処理施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則の解釈の第４

４条（制御室）の「④ 判断基準

は，実施組織要員の実効線量が７

日間で１００mSv を超えないこ

と。」に基づき設定する。 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

4
3
9
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

室内にとどまる実施組織

要員の滞在期間 
７日間 

同一の実施組織要員が室内に評価

期間中とどまることとする。 
居住性評価審査ガイドに記載なし 

マスクによる除染係数 考慮しない。 
より厳しい結果となるようにマス

ク着用は考慮しない。 

４．２（３）ｃ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮

する。その場合は，マスク着用を考慮しな

い場合の評価結果も提出を求める。 

全核分裂数 1.6×1018 
第 34 条における対策の有効性評

価と同じとする。 

４．１（２）原子炉制御室の居住性に係る

被ばく評価では，格納容器破損防止対策の

有効性評価（参 2）で想定する格納容器破損

モードのうち，原子炉制御室の運転員又は

対策要員の被ばくの観点から結果が最も厳

しくなる事故収束に成功した事故シーケン

ス（この場合，格納容器破損防止対策が有

効に働くため，格納容器は健全である）の

ソースターム解析を基に，大気中への放射

性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物

質存在量分布を設定する。 

4
4
0
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

臨界事故の主排気筒を介

した大気中への放射性物

質の放出開始時間 

3,600 秒 

臨界事故の対策として，廃ガス処

理設備から１時間にわたって気体

を貯留するため，その期間は外部

への放出はなく，１時間後に廃ガ

ス処理設備を復旧した場合にはじ

めて放出に至るため，臨界の発生

から１時間後を放出開始時間とす

る。 

同上 

臨界事故の主排気筒を介

した大気中への放射性物

質の放出終了時間 

3,601 秒 

実際には廃ガス処理設備から小さ

い流量で放出されていくモードに

なることが考えられるが，同設備

の放射性物質が完全に放出される

までの時間は機器内の換気率に依

存すること，また放射能濃度も定

まらないことから，保守的に１秒

で放出されるものとする。 

同上 

4
4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

臨界事故の主排気筒を介

した大気中への放射性物

質の放出率 

第 11 表から 

第 20 表参照 

７日間の主排気筒を介した大気中

への放射性物質の放出量を臨界事

故の継続時間で除して設定する。 

同上 

臨界事故の線源 体積線源 

より厳しい結果となるように臨界

事故の発生する建屋の制御室から

最も近い壁の内側に一点で接する

体積線源とする。 

４．３（５）ａ．原子炉建屋内の放射性物

質は，自由空間容積に均一に分布するもの

として，事故後 7日間の積算線源強度を計

算する。 

臨界事故が発生する機器

から放出され建屋内に残

留する放射性物質を線源

とする場合の臨界事故の

発生する建屋の遮蔽 

厚さ１ｍの 

コンクリート 

線源が１ｍのコンクリートの建屋

外壁に全面囲まれていることとす

る。 

４．３（５）ａ．原子炉建屋内の放射性物

質からのスカイシャインガンマ線及び直接

ガンマ線による外部被ばく線量は，積算線

源強度，施設の位置，遮へい構造及び地形

条件から計算する。 

臨界事故が発生する機器

内の核分裂を線源とする

場合の臨界事故の発生す

る建屋の遮蔽 

厚さ１ｍのコンクリートおよび 

最低限見込める厚さの遮蔽壁 

建屋外壁及び建屋外壁からセル壁

間に最低限見込める厚さの遮蔽壁

に線源が全面囲まれていることと

する。 

同上 

4
4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

呼吸率 3.33×10－４ ｍ３／ｓ 

「発電用軽水型原子炉施設の安

全評価に関する審査指針」に基

づき，成人の活動時の呼吸率と

する。 

－ 
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第 40 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における臨界事故時の大気拡散の評価条件の居住性評価審査ガイドとの関係 

 

評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

大気拡散評価モデル ガウスプルームモデル 
居住性評価審査ガイドに示

されたとおり設定する。 

４．２（２）ａ．放射性物質の空気中濃度は，

放出源高さ及び気象条件に応じて，空間濃度

分布が水平方向及び鉛直方向ともに正規分

布になると仮定したガウスプルームモデル

を適用して計算する。 

気象資料 

再処理施設の敷地内における地上高 146ｍ

（標高 205ｍ）における平成 25 年４月から

平成 26 年３月までの１年間の観測資料 

居住性評価審査ガイドに示

されたとおり，１年間観測し

て得られた気象資料を使用

する。 

４．２（２）ａ．風向，風速大気安定度及び

降雨の観測項目を，現地において少なくとも

１年間観測して得られた気象資料を大気拡

散式に用いる。 

主排気筒を介した大気中

への放射性物質の実効放

出継続時間 

１時間 

主排気筒を介した大気中へ

の放射性物質の放出が 24 時

間以上継続する事故は 24 時

間，それ以外の事故は１時間

とする。 

４．２（２）ｃ．相対濃度は，短時間放出又

は長時間放出に応じて，毎時刻の気象項目と

実効的な放出継続時間を基に評価点ごとに

計算する。 

4
4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

主排気筒を介した大気中

への放射性物質の放出源

及び放出源高さ 

約 150ｍ 

（主排気筒から大気中への放射性物質の放出

源の有効高さは方位により異なる。） 

大気中へ放出される放射性

物質は，主排気筒を介して放

出するため，主排気筒を介し

た大気中への放射性物質の

放出源高さは主排気筒高さ

とする。 

４．３（４）ｂ．放出源高さは，４．１（２）

ａ．で選定した事故シーケンスに応じた放出

口からの放出を仮定する。４．１（２）ａ．

で選定した事故シーケンスのソースターム

解析結果を基に，放出エネルギーを考慮して

もよい。 

累積出現頻度 97％ 
居住性評価審査ガイドに示

されたとおり設定する。 

４．２（２）ｃ．評価点の相対濃度又は相対

線量は，毎時刻の相対濃度又は相対線量を年

間について小さい方から累積した場合，その

累積出現頻度が 97%に当たる値とする。 

建屋の影響 考慮しない。 

再処理施設からの大気中へ

の放射性物質の放出は主排

気筒からであり，「放出点の

高さが建屋の高さの2.5倍に

満たない場合」に該当しない

ため，建屋による巻き込みの

影響を受けない。 

４．２（２）ａ．原子炉建屋の建屋後流での

巻き込みが生じる場合の条件については，放

出点と巻き込みが生じる建屋及び評価点と

の位置関係について，次に示す条件すべてに

該当した場合，放出点から放出された放射性

物質は建屋の風下側で巻き込みの影響を受

け拡散し，評価点に到達するものとする。 

一 放出点の高さが建屋の高さの2.5 倍に満

たない場合 4
4
5
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

巻き込みを生じる代表建

屋 
なし 同上 同上 

放射性物質濃度の評価点 
制御建屋の 

外気取入口 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室の 

外気取入口 

非常時に外気の取入れを行

う場合であるため、居住性評

価手法内規を参考に，制御室

の外気取込口を評価点とす

る。 

 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

着目方位 
ＥＮＥ又はＮＥ 

（風上方位） 

ＳＳＥ又はＳＥ 

（風上方位） 

居住性評価手法内規を参考

に，建屋による巻き込みの影

響を考慮しないため１方位

とし，放射性物質の濃度の評

価点から見て，大気中への放

射性物質の放出源である主

排気筒が存在する方位とす

る。 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

建屋投影面積 考慮しない。 

建屋による巻き込みの影響

を考慮しないため設定しな

い。 

４．２（２）ｂ．風向に垂直な代表建屋の投

影面積を求め，放射性物質の濃度を求めるた

めに大気拡散式の入力とする。 4
4
6



補 2-10-添 1-50 

 

評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

評価距離 100ｍ 

主排気筒を介した大気中へ

の放射性物質の放出源から

評価点までの距離は，より厳

しい結果となるよう水平距

離を設定する。 

４．２（２）ａ．ガウスプルームモデルを適

用して計算する場合には，水平及び垂直方向

の拡散パラメータは，風下距離及び大気安定

度に応じて，気象指針における相関式を用い

て計算する。 

  

4
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第 41 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における臨界事故時の相対濃度及び相対線

量の評価結果 

 

評価点 放出点 

大気中への 

放射性物質の実効放出 

継続時間 

相対濃度χ／Ｑ 

（ｓ／ｍ３） 

相対線量Ｄ／Ｑ 

(Ｇｙ／Ｂｑ) 

中央制御室 主排気筒 １時間 9.9×10
－７

 4.7×10
－20

 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 
主排気筒 １時間 9.3×10

－７
 4.9×10

－20
 

 

  

4
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第 42 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生時の主要な評価条件の居住性評価

審査ガイドとの関係 

 

評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

事故時における外気取り

込み 
考慮する。 

主排気筒を介した大気中へ放出さ

れた放射性物質は，外気との連絡

口及び外気との連絡口以外の経路

から室内へ流入することを想定す

る。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所の建屋の表面空気中か

ら，次の二つの経路で放射性物質が外気か

ら取り込まれることを仮定する。 

一 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所の非常用換気空調設備によって室内

に取り入れること（外気取入） 

二 原子炉制御室／緊急時制御室／緊急時

対策所内に直接流入すること（空気流入） 

可搬型送風機の運転継続

時間 
７日間 

連続運転を想定する。実際には，

地震発生による全交流動力電源の

喪失から運転開始までの換気不可

能な時間があるが，放射性物質の

放出開始時間は運転開始以降とな

るため評価結果への影響はない。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内への外気取入による

放射性物質の取り込みについては，非常用

換気空調設備の設計及び運転条件に従って

計算する。 

4
4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

可搬型送風機の外気取入

量 

下記「高性能粒子フィルタを経由せずに流

入する放射性物質を含む空気の流入量」と

して考慮する。 

下記「高性能粒子フィルタを経由

せずに流入する放射性物質を含む

空気の流入量」参照。 

同上 

バウンダリ体積 18,729.7ｍ３ 2,644.2ｍ３ 
室内及び空調機器の体積をバウン

ダリ体積として設定する。 

４．２（２）ｅ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内に取り込まれる放射

性物質の空気流入量は，空気流入率及び原

子炉制御室／緊急時制御室／緊急時対策所

バウンダリ体積（容積）を用いて計算す

る。 

換気設備の高性能粒子フ

ィルタの除去効率 
考慮しない。 

可搬型送風機は高性能粒子フィル

タを持たない。 

４．２（１）ａ．ヨウ素類及びエアロゾル

のフィルタ効率は，使用条件での設計値を

基に設定する。なお，フィルタ効率の設定

に際し，ヨウ素類の性状を適切に考慮す

る。 

換気設備のヨウ素フィル

タによる除去効率 
考慮しない。 

より厳しい結果となるようにヨウ

素の形態は有機ヨウ素とし，フィ

ルタによる除去を考慮しない。 

同上 

4
5
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

高性能粒子フィルタを経

由せずに流入する放射性

物質を含む空気の流入量 

5,200ｍ
３
/ｈ 2,600ｍ

３
/ｈ 

可搬型送風機は高性能粒子フ

ィルタを持たないため，可搬

型送風機の設計上期待できる

容量とする。 

４．２（１）ｂ．既設の場合では，空気流

入率は，空気流入率測定試験結果を基に設

定する。 

制御室の遮蔽 
厚さ１ｍの 

コンクリート 

より厳しい結果となるように建屋

内の区画及び構築物を考慮せず設

定する。 

４．２（３）ａ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内にいる運転員又は対

策要員に対しては，原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所の建屋によって放射

線が遮へいされる低減効果を考慮する。 

被ばく評価期間 
地震発生による全交流動力電源の喪失から

７日間 

再処理施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則の解釈の第４

４条（制御室）の「④ 判断基準

は，実施組織要員の実効線量が７

日間で１００mSv を超えないこ

と。」に基づき設定する。 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

室内にとどまる実施組織

要員の滞在期間 
７日間 

同一の実施組織要員が室内に評価

期間中とどまることとする。 
居住性評価審査ガイドに記載なし 

4
5
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

マスクによる除染係数 考慮しない。 
より厳しい結果となるようにマス

ク着用は考慮しない。 

４．２（３）ｃ．原子炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所内でマスク着用を考慮

する。その場合は，マスク着用を考慮しな

い場合の評価結果も提出を求める。 

冷却機能の喪失による蒸

発乾固における主排気筒

を介した大気中への放射

性物質の放出開始時間 

第 30 表から 

第 33 表参照 

冷却機能の喪失から機器に内蔵す

る溶液が沸騰に至ることで主排気

筒を介した大気中への放射性物質

の放出が開始するものとし設定す

る。 

４．１（２）原子炉制御室の居住性に係る

被ばく評価では，格納容器破損防止対策の

有効性評価（参 2）で想定する格納容器破損 

モードのうち，原子炉制御室の運転員又は

対策要員の被ばくの観点から結果が最も厳

しくなる事故収束に成功した事故シーケン

ス（この場合，格納容器破損防止対策が有

効に働くため，格納容器は健全である）の

ソースターム解析を基に，大気中への放射

性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物

質存在量分布を設定する。 

4
5
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

冷却機能の喪失による蒸

発乾固における主排気筒

を介した大気中への放射

性物質の放出終了時間 

同上 

冷却機能の喪失から機器に内蔵す

る溶液が沸騰に至ることで主排気

筒を介した大気中への放射性物質

の放出が開始され，対策である冷

却コイルへの通水が開始するまで

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出が継続するものとし

設定する。 

同上 

放射線分解により発生す

る水素による爆発におけ

る主排気筒を介した大気

中への放射性物質の放出

開始時間 

第 34 表から 

第 38 表参照 

水素掃気機能の喪失から機器内の

水素濃度が未然防止濃度に到達し

た後に直ちに着火及び水素爆発に

至ることで主排気筒を介して大気

中へ放射性物質が放出するものと

し設定する。 

同上 

放射線分解により発生す

る水素による爆発におけ

る主排気筒を介した大気

中への放射性物質の放出

終了時間 

同上 

放射線分解により発生する水素に

よる爆発による主排気筒を介した

大気中への放射性物質の放出は瞬

時に行われるものとし設定する。 

同上 

4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

冷却機能の喪失による蒸

発乾固による主排気筒を

介した大気中への放射性

物質の放出率 

第 30 表から 

第 33 表参照 

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出率は，冷却機能の喪

失による蒸発乾固時の主排気筒を

介した大気中への放射性物質の放

出量を，主排気筒を介した大気中

への放射性物質の放出終了時間と

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出開始時間の差である

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出継続時間で除して設

定する。 

同上 

4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

放射線分解により発生す

る水素による爆発の主排

気筒を介した大気中への

放射性物質の放出率 

第 34 表から 

第 38 表参照 

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出率は，放射線分解に

より発生する水素による爆発時の

主排気筒を介した大気中への放射

性物質の放出量を，主排気筒を介

した大気中への放射性物質の放出

終了時間と主排気筒を介した大気

中への放射性物質の放出開始時間

の差である主排気筒を介した大気

中への放射性物質の放出継続時間

で除して設定する。 

同上 

地震を要員として発生が

想定される重大事故の同

時発生における線源 

体積線源 

より厳しい結果となるように地震

を要員として発生が想定される重

大事故の同時発生の発生する建屋

の制御室から最も近い壁の内側に

一点で接している体積線源とす

る。 

４．３（５）ａ．原子炉建屋内の放射性物

質は，自由空間容積に均一に分布するもの

として，事故後 7日間の積算線源強度を計

算する。 

4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

地震を要員として発生が

想定される重大事故の同

時発生が発生する機器か

ら放出され建屋内に残留

する放射性物質を線源と

する場合の地震を要員と

して発生が想定される重

大事故の同時発生の発生

する建屋の遮蔽 

厚さ１ｍのコンクリート 

線源が１ｍのコンクリートの建屋

外壁に全面囲まれていることとす

る。 

４．３（５）ａ．原子炉建屋内の放射性物

質からのスカイシャインガンマ線及び直接

ガンマ線による外部被ばく線量は，積算線

源強度，施設の位置，遮へい構造及び地形

条件から計算する。 

呼吸率 3.33×10－４ ｍ３／ｓ 

「発電用軽水型原子炉施設の安全

評価に関する審査指針」に基づ

き，成人の活動時の呼吸率とす

る。 

－ 

 

  

4
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第 43 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生時の大気拡散の評価条件の居住性

評価審査ガイドとの関係  

評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

大気拡散評価モデル ガウスプルームモデル 

居住性評価審査ガイ

ドに示されたとおり

設定する。 

４．２（２）ａ．放射性物質の空気中濃度は，放出源

高さ及び気象条件に応じて，空間濃度分布が水平方向

及び鉛直方向ともに正規分布になると仮定したガウ

スプルームモデルを適用して計算する。 

気象資料 

再処理施設の敷地内における地上高 146

ｍ（標高 205ｍ）における平成 25 年４

月から平成 26 年３月までの１年間の観

測資料 

居住性評価審査ガイ

ドに示されたとおり，

１年間観測して得ら

れた気象資料を使用

する。 

４．２（２）ａ．風向，風速大気安定度及び降雨の観

測項目を，現地において少なくとも１年間観測して得

られた気象資料を大気拡散式に用いる。 

冷却機能喪失による

蒸発乾固の主排気筒

を介した大気中への

放射性物質の実効放

出継続時間 

１時間 

主排気筒を介した大

気中への放射性物質

の放出が 24 時間以上

継続する事故は 24 時

間，それ以外の事故は

１時間とする。 

４．２（２）ｃ．相対濃度は，短時間放出又は長時間

放出に応じて，毎時刻の気象項目と実効的な放出継続

時間を基に評価点ごとに計算する。 

4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

放射線分解により発

生する水素による爆

発の主排気筒を介し

た大気中への放射性

物質の実効放出継続

時間 

１時間 同上 同上 

主排気筒を介した大

気中への放射性物質

の放出源及び放出源

高さ 

約 150ｍ 

（主排気筒を介した大気中への放射性物

質の放出源の有効高さは方位により異な

る。） 

大気中へ放射性物質

を主排気筒を介して

放出するため，主排気

筒を介した大気中へ

の放射性物質の放出

源高さは主排気筒高

さとする。 

４．３（４）ｂ．放出源高さは，４．１（２）ａ．で

選定した事故シーケンスに応じた放出口からの放出

を仮定する。４．１（２）ａ．で選定した事故シーケ

ンスのソースターム解析結果を基に，放出エネルギー

を考慮してもよい。 

累積出現頻度 97％ 

居住性評価審査ガイ

ドに示されたとおり

設定する。 

４．２（２）ｃ．評価点の相対濃度又は相対線量は，

毎時刻の相対濃度又は相対線量を年間について小さ

い方から累積した場合，その累積出現頻度が 97%に当

たる値とする。 

4
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

建屋の影響 考慮しない。 

再処理施設からの放

射性物質の大気中へ

の放出は主排気筒を

介してであり，「放出

点の高さが建屋の高

さの 2.5 倍に満たな

い場合」に該当しない

ため，建屋による巻き

込みの影響を受けな

い。 

４．２（２）ａ．原子炉建屋の建屋後流での巻き込み

が生じる場合の条件については，放出点と巻き込みが

生じる建屋及び評価点との位置関係について，次に示

す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された

放射性物質は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け

拡散し，評価点に到達するものとする。 

一 放出点の高さが建屋の高さの 2.5 倍に満たない

場合 

巻き込みを生じる代

表建屋 
なし 同上 同上 

放射性物質濃度の評

価点 

制御建屋の 

外気取入口 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室

の外気取入口 

（ただし、評価の結果が

厳しくなるよう、内的事

象の外気取入口とす

る。） 

非常時に外気の取入

れを行う場合である

ため、居住性評価手法

内規を参考に，制御室

の外気取込口を評価

点とする。 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

4
5
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

着目方位 

ＥＮＥ又はＮ

Ｅ 

（風上方位） 

ＳＳＥ又はＳＥ 

（風上方位） 

居住性評価手法内規

を参考に，建屋による

巻き込みの影響を考

慮しないため１方位

とし，放射性物質の濃

度の評価点から見て，

大気中への放射性物

質の放出源である主

排気筒が存在する方

位とする。 

居住性評価審査ガイドに記載なし 

建屋投影面積 考慮しない。 

建屋による巻き込み

の影響を考慮しない

ため設定しない。 

４．２（２）ｂ．風向に垂直な代表建屋の投影面積を

求め，放射性物質の濃度を求めるために大気拡散式の

入力とする。 

4
6
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評 価 条 件 

使用条件 

選 定 理 由 居住性評価審査ガイドでの記載 
中央制御室 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 

評価距離 100ｍ 

主排気筒を介した大

気中への放射性物質

の放出源から評価点

までの距離は，より厳

しい結果となるよう

に水平距離を設定す

る。 

４．２（２）ａ．ガウスプルームモデルを適用して計

算する場合には，水平及び垂直方向の拡散パラメータ

は，風下距離及び大気安定度に応じて，気象指針にお

ける相関式を用いて計算する。 
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第 44 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における地震を要因として発生が想定され

る重大事故の同時発生時の相対濃度及び相対線量の評価結果 

 

評価点 放出点 

大気中への 

放射性物質の実

効放出 

継続時間 

相対濃度χ／Ｑ 

（ｓ／ｍ３） 

相対線量Ｄ／Ｑ 

(Ｇｙ／Ｂｑ) 

中央制御室 主排気筒 １時間 9.9×10
－７

 4.7×10
－20

 

使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設の制御室 
主排気筒 １時間 9.3×10

－７
 4.9×10

－20
 

 

 

 

4
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第 45 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性希ガス及び

放射性ヨウ素のガンマ線実効エネルギ 

 

核 種 
ガンマ線実効エネルギ 

（ＭｅＶ／ｄｉｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 2.5×10－３ 

Ｋｒ－85ｍ 1.6×10－１ 

Ｋｒ－85 2.2×10－３ 

Ｋｒ－87 7.9×10－１ 

Ｋｒ－88 2.0×10０ 

Ｋｒ－89 2.1×10０ 

Ｘｅ－131ｍ 2.0×10－２ 

Ｘｅ－133ｍ 4.2×10－２ 

Ｘｅ－133 4.5×10－２ 

Ｘｅ－135ｍ 4.3×10－１ 

Ｘｅ－135 2.5×10－１ 

Ｘｅ－137 1.8×10－１ 

Ｘｅ－138 1.2×10０ 

Ｉ－129 2.4×10－２ 

Ｉ－131 3.8×10－１ 

Ｉ－132 2.3×10０ 

Ｉ－133 6.1×10－１ 

Ｉ－134 2.8×10０ 

Ｉ－135 1.6×10０ 
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第 46 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性エアロゾル

のガンマ線実効エネルギ 

 

核 種 
ガンマ線実効エネルギ 

（ＭｅＶ／ｄｉｓ） 

Ｓｒ－90 0.0×10０ 

Ｙ－90 1.7×10－６ 

Ｒｕ－106 0.0×10０ 

Ｒｈ－106 2.0×10－１ 

Ｃｓ－134 1.6×10０ 

Ｃｓ－137 0.0×10０ 

Ｂａ－137ｍ 6.0×10－１ 

Ｃｅ－144 2.1×10－２ 

Ｐｒ－144 3.2×10－２ 

Ｓｂ－125 4.3×10－１ 

Ｐｍ－147 4.4×10－６ 

Ｅｕ－154 1.2×10０ 

Ｐｕ－238 1.8×10－３ 

Ｐｕ－239 8.0×10－４ 

Ｐｕ－240 1.7×10－３ 

Ｐｕ－241 2.5×10－６ 

Ｐｕ－242 1.4×10－３ 

Ａｍ－241 3.2×10－２ 

Ａｍ－242 1.8×10－２ 

Ａｍ－243 5.6×10－２ 

Ｃｍ－242 1.8×10－３ 

Ｃｍ－243 1.3×10－１ 

Ｃｍ－244 1.7×10－３ 

 

  

464



補 2-10-添 1-68 

 

第 47 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性ヨウ素の地

表沈着換算係数 

 

核 種 
地表沈着換算係数 

（Ｓｖ／（Ｂｑ・ｓ／ｍ２）） 

Ｉ－129 2.6×10－17 

Ｉ－131 3.8×10－16 

Ｉ－132 2.2×10－15 

Ｉ－133 6.0×10－16 

Ｉ－134 2.5×10－15 

Ｉ－135 1.5×10－15 
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第 48 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性エアロゾル

の地表沈着換算係数 

 

核 種 
地表沈着換算係数 

（Ｓｖ／（Ｂｑ・ｓ／ｍ２）） 

Ｓｒ－90 2.8×10－19 

Ｙ－90 5.3×10－18 

Ｒｕ－106 0.0×10０ 

Ｒｈ－106 2.1×10－16 

Ｃｓ－134 1.5×10－15 

Ｃｓ－137 2.9×10－19 

Ｂａ－137ｍ 5.9×10－16 

Ｃｅ－144 2.0×10－17 

Ｐｒ－144 3.8×10－17 

Ｓｂ－125 4.3×10－16 

Ｐｍ－147 3.4×10－20 

Ｅｕ－154 1.2×10－15 

Ｐｕ－238 8.4×10－19 

Ｐｕ－239 3.7×10－19 

Ｐｕ－240 8.0×10－19 

Ｐｕ－241 1.9×10－21 

Ｐｕ－242 6.7×10－19 

Ａｍ－241 2.8×10－17 

Ａｍ－242 1.6×10－17 

Ａｍ－243 5.4×10－17 

Ｃｍ－242 9.6×10－19 

Ｃｍ－243 1.3×10－16 

Ｃｍ－244 8.8×10－19 
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第 49 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性希ガス及

び放射性ヨウ素の半減期 

 

核 種 
半減期 

（ｓ） 

Ｋｒ－83ｍ 6.6×10３ 

Ｋｒ－85ｍ 1.6×10４ 

Ｋｒ－85 3.4×10８ 

Ｋｒ－87 4.6×10３ 

Ｋｒ－88 1.0×10４ 

Ｋｒ－89 1.9×10２ 

Ｘｅ－131ｍ 1.0×10６ 

Ｘｅ－133ｍ 1.9×10５ 

Ｘｅ－133 4.6×10５ 

Ｘｅ－135ｍ 9.4×10２ 

Ｘｅ－135 3.3×10４ 

Ｘｅ－137 2.3×10２ 

Ｘｅ－138 8.5×10２ 

Ｉ－129 5.0×1014 

Ｉ－131 7.0×10５ 

Ｉ－132 8.2×10３ 

Ｉ－133 7.5×10４ 

Ｉ－134 3.2×10３ 

Ｉ－135 2.4×10４ 
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第 50 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性エアロゾル

の半減期 

 

核 種 
半減期 

（ｓ） 

Ｓｒ－90 9.1×10８ 

Ｙ－90 2.3×10５ 

Ｒｕ－106 3.2×10７ 

Ｒｈ－106 3.0×10１ 

Ｃｓ－134 6.5×10７ 

Ｃｓ－137 9.5×10８ 

Ｂａ－137ｍ 1.5×10２ 

Ｃｅ－144 2.5×10７ 

Ｐｒ－144 1.0×10３ 

Ｓｂ－125 8.6×10７ 

Ｐｍ－147 8.3×10７ 

Ｅｕ－154 2.7×10８ 

Ｐｕ－238 2.8×10９ 

Ｐｕ－239 7.6×1011 

Ｐｕ－240 2.1×1011 

Ｐｕ－241 4.5×10８ 

Ｐｕ－242 1.2×1013 

Ａｍ－241 1.4×1010 

Ａｍ－242 5.8×10４ 

Ａｍ－243 2.3×1011 

Ｃｍ－242 1.4×10７ 

Ｃｍ－243 9.0×10８ 

Ｃｍ－244 5.7×10８ 
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第 51 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性ヨウ素の吸

入摂取時の成人の実効線量への換算係数 

 

核 種 
吸入摂取換算係数 

（Ｓｖ／Ｂｑ） 

Ｉ－129 9.6×10－８ 

Ｉ－131 2.0×10－８ 

Ｉ－132 3.1×10－10 

Ｉ－133 4.0×10－９ 

Ｉ－134 1.5×10－10 

Ｉ－135 9.2×10－10 
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第 52 表 制御室の居住性に係る被ばく評価における放射性エアロゾル

の吸入摂取時の成人の実効線量への換算係数 

 

核 種 
吸入摂取換算係数 

（Ｓｖ／Ｂｑ） 

Ｓｒ－90 1.6×10－７ 

Ｙ－90 1.5×10－９ 

Ｒｕ－106 6.6×10－８ 

Ｒｈ－106 － 

Ｃｓ－134 6.6×10－９ 

Ｃｓ－137 4.6×10－９ 

Ｂａ－137ｍ － 

Ｃｅ－144 5.3×10－８ 

Ｐｒ－144 1.8×10－11 

Ｓｂ－125 4.8×10－９ 

Ｐｍ－147 5.0×10－９ 

Ｅｕ－154 5.3×10－８ 

Ｐｕ－238 4.6×10－５ 

Ｐｕ－239 5.0×10－５ 

Ｐｕ－240 5.0×10－５ 

Ｐｕ－241 9.0×10－７ 

Ｐｕ－242 4.8×10－５ 

Ａｍ－241 4.2×10－５ 

Ａｍ－242 1.7×10－８ 

Ａｍ－243 4.1×10－５ 

Ｃｍ－242 5.2×10－６ 

Ｃｍ－243 3.1×10－５ 

Ｃｍ－244 2.7×10－５ 
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添付資料２ 

事象の選定の考え方について 

 

制御室の居住性に係る被ばく評価の対象となる検討対象とする重大

事故（以下，「評価対象事故」という。）は，内的事象を要因として

発生する検討対象とする重大事故及び外的事象を要因として発生する

検討対象とする重大事故から，実効線量の評価の結果が最大となる事

象をそれぞれ１つ選定する。 

 ａ．内的事象における評価対象事故 

内的事象における評価対象事故は，想定される重大事故のうち，

内的事象でしか発生することが想定し得ない臨界事故，有機溶媒等

による火災又は爆発のうち，高性能粒子フィルタにて捕集されない

希ガス及び高性能粒子フィルタにて捕集されがたい有機ヨウ素の

放出を伴うこと，臨界の核分裂により発生する中性子線及び二次ガ

ンマ線の強度の観点から，被ばく線量の評価条件の厳しい臨界事故

とする。 

具体的には臨界事故の重大事故対策の有効性評価で対象とした，

第１表に示す臨界事故とする。 

 ｂ．外的事象における評価対象事故 

外的事象における評価対象事故は，想定される重大事故のうち，

放射性物質の放出量の観点から被ばく線量の評価条件の厳しい，外

的事象の「地震」を要因として発生が想定される，冷却機能の喪失

による蒸発乾固（以下，「蒸発乾固」という。）及び放射線分解に

より発生する水素による爆発（以下，「水素爆発」という。）の同

時発生（以下，「地震を要因として発生が想定される重大事故の同
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時発生」という。）とする。 

また，地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生は，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，同時に発災するこ

とを想定する。 

なお，地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生

時における居住性に係る被ばく評価は，各事故発生建屋におい

て，外的事象の「地震」による冷却機能喪失及び水素掃気機能喪

失を起点として７日以内に発生する蒸発乾固及び水素爆発を考慮

する。 

 

 

 

第１表 制御室の居住性に係る被ばく評価における内

的事象における評価対象事故 

※ Ａ系及びＢ系の機器が存在するが，同一の条件のためそれぞれ１つ

の機器で代表させる。 

Ｎ

ｏ． 
建 屋 臨界事故 

１ 前処理建屋 溶解槽における臨界事故※ 

２ 前処理建屋 エンド ピース酸洗浄槽における臨界事故※ 

３ 前処理建屋 ハル洗浄槽における臨界事故※ 

４ 精製建屋 第５一時貯留処理槽における臨界事故 

５ 精製建屋 第７一時貯留処理槽における臨界事故 
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添付資料３ 

重大事故時の居住性評価で用いる大気拡散の評価条件について 

 

制御室の居住性評価で用いる相対濃度及び相対線量は，実効放出継続

時間を基に計算した値を年間について小さい値から順に並べて整理し，

累積出現頻度 97％に当たる値としている。中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における評価対象方位を第１図

及び第２図に，各評価点における相対濃度及び相対線量の評価結果を第

１表に示す。 
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第１図 中央制御室滞在時の評価対象方位（風向） 

（放出源：主排気筒，評価点：制御建屋の外気取入口） 
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第２図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室滞在時の

評価対象方位（風向） 

（放出源：主排気筒，評価点：使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外気取入口） 
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第１表 制御室の居住性に係る被ばく評価における重大事故時

の相対濃度及び相対線量の評価結果 

 

放出点 評価点 

大気中への 

放射性物質の 

実効放出 

継続時間 

相対濃度 

χ／Ｑ 

（ｓ／ｍ３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ 

(Ｇｙ／Ｂｑ) 

主排気筒 

中央制御室 １時間 9.9×10
－７

 4.7×10
－20

 

使用済燃料の受

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室 

１時間 9.3×10
－７

 4.9×10
－20
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添付資料４ 

空気流入率測定試験結果について 

 

１．試験方法 

試験手順を第１図，中央制御室バウンダリを第２図に示す。 

試験方法は，制御建屋中央制御室換気設備の運転を平常運転から事故時

運転モードとした上で，微量のトレーサ ガスを，制御建屋中央制御室換気

設備の系統から注入し，中央制御室内のガス濃度が均一になるまで中央制

御室内の雰囲気を循環し攪拌を行い，その後数時間にわたりガス濃度を測

定する。これにより外気の流入率を求める。 

これは，中央制御室バウンダリ内の体積をＶ，中央制御室バウンダリ内

の時刻ｔにおけるトレーサ ガスの濃度をＣ ｔ ，単位時間当たりに中央制

御室バウンダリ内へ注入されるトレーサ ガスの量をＳ ｔ ，単位時間当た

りに中央制御室バウンダリ外へ出て行くガスの量をｆとすると，トレーサ 

ガスの質量バランスは，次式で表せる。 

Ｖ・
ｄＣ ｔ

ｄｔ
＝Ｓ ｔ ｆ・Ｃ ｔ  

濃度減衰法では，トレーサ ガスの注入終了後に濃度変化を測定するので，

Ｓ ｔ ＝０である。また，中央制御室内への空気流入率ＮはＮ＝ｆ／Ｖで

あるから，ｔ０を 初のサンプリング時刻とすると， 

ｌｎＣ ｔ ＝ Ｎ ｔ ｔ
０

ｌｎＣ ｔ
０

 

となり，トレーサ ガス濃度の対数をサンプリング時間に対してプロットす

ることで，その傾きとして空気流入率を得ることができる。 

Ｎ＝ ｌｎＣ ｔ ｌｎＣ ｔ
０

／ ｔ ｔ
０
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２．試験結果 

 試験結果は第１表，第３図及び第４図に示すとおり，空気流入率は換

気率換算で 大 0.0232 回／ｈ（±0.0061（95％信頼率））となった。 

したがって，中央制御室の居住性に係る被ばく評価で用いる高性能粒

子フィルタを経由せずに流入する放射性物質を含む空気の流入率は，よ

り厳しい結果となるように中央制御室換気率換算で 0.03 回／ｈとする。 
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添付資料５ 

グランドシャイン評価モデルについて 

 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばくに係

る実効線量は，居住性評価審査ガイドにおいて，地表面沈着濃度及びグ

ランドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算すると示

されていることを考慮し，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査におけ

る一般公衆の線量評価について
（ １ ）

」における放射性物質の地表濃度の評価

式，地表沈着換算係数及びコンクリートの遮蔽効果から，以下の評価式

を用いて評価する。 

  Ｈ
ｇ

＝ Ｋ
ｇ

・ 𝜒／Ｑ ・Ｑ ｔ ・Ｖ
ｇ
・ ｆ

１
 ／  𝜆 ・

Ｔ

０
 

     １ ｅｘｐ 𝜆・ Ｔ ｔ ・Ｂ・ｅｘｐ 𝜇 ・Ｘ ｄｔ 

 ここで， 

 Ｈ
ｇ

  ： ガンマ線による外部被ばくに係る実効線量 

（Ｓｖ） 

 Ｋ
ｇ

  ： 地表沈着換算係数（Ｓｖ／Ｂｑ／（ｓ／ｍ２）） 

地表沈着換算係数Ｋｇγは，ＥＰＡ－402－Ｒ－93

－081
（ ２ ）

に基づき，添付資料１の第1-47表及び第1-48

表に示すとおりとする。 

 𝜒／Ｑ  ： 相対濃度（ｓ／ｍ３） 

 Ｑ ｔ   ： 主排気筒から大気中への時刻tにおける核種 

の放出率（Ｂｑ／ｓ） 

 Ｖ
ｇ
  ： 地表への沈着速度（ｍ／ｓ） 

 ｆ
１
  ： 沈着した放射性物質のうち残存する割合（－） 

沈着した放射性物質のうち残存する割合f１は，
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「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における

一般公衆の線量評価について
（ １ ）

」に基づき，0.5と

する。 

 𝜆  ： 崩壊定数（ｓ－１） 

崩壊定数𝜆は，添付資料１の第1－49表及び第1－

50表に示すＴａｂｌｅ ｏｆ Ｉｓｏｔｏｐｅｓ

の７ｔｈ ＥＤＩＴＩＯＮ
（ ３ ）

及び「被ばく計算に用

いる放射線エネルギー等について
（ ４ ）

」に基づく半

減期を用いて算出する。 

 Ｂ  ： ビルドアップ係数（－） 

ビルドアップ係数Ｂは，「放射線施設のしゃ

へい計算実務マニュアル
（ ５ ）

」に基づき，コンクリ

ート厚さから18とする。 

  𝜇   ： コンクリートに対するガンマ線の線減弱 

係数（ｍ－１） 

コンクリートに対するガンマ線の線減弱係数

𝜇 は，「放射線施設のしゃへい計算実務マニュ

アル
（ ５ ）

」に基づき，11ｍ－１とする。 

 Ｘ   ： コンクリート厚さ（ｍ） 

 Ｔ  ： 居住性に係る被ばく評価期間（ｓ） 

地表面への放射性エアロゾルの乾性沈着速度は，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－

4551－Ｖｏｌ．２
（ ６ ）

において推奨されている0.3ｃｍ／ｓを用いる。 

また，降雨による放射性エアロゾルの湿性沈着速度は，「発電用軽水

型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針
（ ７ ）

」に，降水時の沈着率

が乾燥時の沈着率の２から３倍大きい値となると示されていることを
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考慮し，居住性に係る被ばく評価で用いる地表への沈着速度は，より厳

しい結果となるように乾性沈着速度の４倍とし，1.2ｃｍ／ｓとする。 
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添付資料６ 

エアロゾルの乾性沈着速度について 

 

エアロゾルの乾性沈着速度は，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－4551※1 に基づき

0.3ｃｍ／ｓと設定した。ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－4551 に記載されている

エアロゾルの乾性沈着速度は，郊外を対象としており，郊外とは道路，

芝生及び木々で構成されるとしている。再処理施設の敷地内も同様の

構成であるため，この沈着速度が適用できると考えられる。また，Ｎ

ＵＲＥＧ／ＣＲ－4551 では 0.5μｍ～５μｍの粒径に対して検討さ

れているが，大気中への放出に至るまでの除去過程で，相対的に粒子

径の大きなエアロゾルは十分捕集され，放出はされにくいものと考え

られる。 

また，Ｗ．Ｇ．Ｎ．Ｓｌｉｎｎの検討※2 によると，草や水，小石と

いった様々な材質に対する粒径に応じた乾性沈着速度を整理してお

り，これによると 0.1μｍ～５μｍの粒径では沈着速度は 0.3ｃｍ／

ｓ程度（第１図）である。以上のことから，重大事故時の線量影響評

価におけるエアロゾルの乾性沈着速度として 0.3ｃｍ／ｓを適用でき

ると判断した。 

なお，重大事故時の制御室及び緊急時対策所における居住性に係る被ば

く評価では，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価

指針」（昭和 51 年９月 28 日 原子力委員会決定，一部改定 平成 13

年３月 29 日）における解説（葉菜上の放射性よう素の沈着率を考慮す

る際に，降水時における沈着率は，乾燥時の２～３倍大きい値となると

している）を踏まえ，湿性沈着を考慮した沈着速度として，保守的に乾

性沈着速度の４倍の 1.2ｃｍ／ｓを使用している。 
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第１図 様々な粒径における地表沈着速度(Nuclear Safety Vol.19※２) 

 

※1 J.L. Sprung 等：Evaluation of severe accident risk：
quantification of major input parameters, ＮＵＲＥＧ/ＣＲ
-4451 Vol.2 Rev.1 Part 7, 1990 

※2 W.G.N. Slinn ：Environmental Effects, Parameterizations for 
Resuspension and for Wet and Dry Deposition of Particles and 
Gases for Use in Radiation Dose. Calculations, Nuclear Safety 
Vol.19 No.2, 1978 
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添付資料７ 

実効放出継続時間の設定について 

 

大気拡散の評価に用いる実効放出継続時間は，大気中への放射性物

質の放出が 24 時間以上継続する事故は 24 時間，それ以外の事故は１

時間に設定する。 

このため，制御室の居住性に係る被ばく評価では，臨界事故，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発の３事故の実効放出継続時間を全て１時間とした。 

これらの算出根拠として，各事故の大気中への放射性物質の放出開

始時間及び放出終了時間を以下に示す。 

 ａ．臨界事故における主排気筒を介した大気中への放射性物質の放

出開始時間及び主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出終

了時間 

臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出開始

時間は，臨界の発生から1時間後とする。これは，臨界事故の対策と

して，廃ガス処理設備から1時間にわたって気体を貯留するため，

その期間は外部への放出はなく，１時間後に廃ガス処理設備を復旧

した場合にはじめて放出に至るためである。 

臨界事故の主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出終了

時間は，放出開始から１秒後とする。これは，実際には廃ガス処理

設備から小さい流量で放出されていくモードになることが考えら

れるが，同設備の放射性物質が完全に放出されるまでの時間は機器

内の換気率に依存すること，また放射能濃度も定まらないことから，

保守的に設定するものである。 

489



補 2-10-添 7-2 
 

 ｂ．地震を要因として発生が想定される重大事故の同時発生における

主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出開始時間及び主排

気筒を介した大気中への放射性物質の放出終了時間 

 (ａ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失から機器に内蔵する溶液が沸騰に至ることで，主

排気筒を介した大気中への放射性物質の放出が開始され，対策であ

る冷却コイルへの通水が開始するまで主排気筒を介した大気中へ

の放射性物質の放出が継続するものとする。 

具体的に，冷却機能の喪失から機器に内蔵する溶液が沸騰に至る

までの時間は，分離建屋の最も早い機器で15時間後，精製建屋の最

も早い機器で11時間後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の最も

早い機器で19時間後，及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最も早い

機器で23時間後とする。 

 (ｂ) 放射線分解により発生する水素による爆発 

水素掃気機能の喪失から機器内の水素濃度が未然防止濃度に到

達した後に直ちに着火及び水素爆発に至ることで主排気筒を介し

た大気中への放射性物質の放出が開始される。主排気筒を介した大

気中への放射性物質の放出は瞬時に行われるものとし，主排気筒を

介した大気中への放射性物質の放出継続時間は１秒とする。 

水素掃気機能の喪失から機器内の水素濃度が未然防止濃度に到

達するまでの時間は，前処理建屋の最も早い機器で 76 時間後，分

離建屋の最も早い機器で 14 時間後，精製建屋の最も早い機器で 17

時間後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の最も早い機器で 21 時

間後及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最も早い機器で 24 時間後

とする。 

490



補 2-10-添 8-1 

添付資料８ 

重大事故等の発生時における制御室の居住性に係る被ばく評価の 

審査ガイドへの対応について 

 

重大事故の発生時における実施組織要員を対象として実施した制御室の

居住性に係る被ばく評価のうち， も厳しい被ばく評価の結果を与える，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を対象とした臨界事故に係

る評価について，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急

時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」（平成 25 年６月

19 日 原規技発第 13061918 号 原子力規制委員会決定）（以下「審査ガ

イド」という。）への対応を第１表に示す。 
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補足説明資料２-11 
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１．制御室【４４条】  

【再処理の位置、構造及び設備の基準に関する規則】  

(制御室) 

第四十四条 第二十条第一項の規定により設置される制御室に

は、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第44条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を講じた設備をいう。 

一 制御室用の電源(空調、照明他)は、代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

二 重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、以下に

掲げる要件を満たすものをいう。 

①   本規定第28条に規定する重大事故対策のうち、制御室の運転

員の被ばくの観点から結果が も厳しくなる事故を想定する

こと。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても良い。ただし，その場合

は、実施のための体制を整備すること。 

②   交替要員体制を考慮しても良い。ただし、その場合は、実施

のための体制を整備すること。 

③   判断基準は、運転員の実効線量が７日間で100mSvを超えない

こと。 

 

534



補 2－11－2 

三  制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて，制御室への汚染の持込みを防止するため、モニタリング

及び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。 
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２－ 11 再処理の位置，構造及び設備の基準に関する規則第 44

条への適合方針  

 

重大事故等が発生した場合においても，制御室にとどまる実

施組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当該重

大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよう，とど

まるために必要な重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

 

２－11－１ 重大事故等対処設備 

（ １ ）  居住性を確保するための設備 

重大事故が発生した場合においても制御室に実施組織要

員がとどまるために必要な居住性を確保するための設備と

して，制御室換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備並びに制御室

遮蔽設備を常設重大事故等対処設備に位置付けるととも

に，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設備及

び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御

室代替照明設備，制御室環境測定設備，制御室放射線計測

設備を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する設

計とする。 

 

ａ .制御室換気設備 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，代替制御建屋中央制

御室換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換
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気設備で構成する。 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央制御室送風機、中央

制御室フィルタユニット及び制御建屋の換気ダクトを常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，制御室送

風機，制御室フィルタユニット及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の換気ダクトを常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，代替中央制御室送風

機及び制御建屋の可搬型ダクトを可搬型重大事故等対処設

備として新たに配備する。  

代替中央制御室送風機は，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から受電可能な設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，代

替制御室送風機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型ダクトは，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機からの受電が可能な設計とす

る。  

 

b．制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。 

中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明

設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て新たに配備する。 

可 搬 型 代 替 照 明 は， 蓄電池を内蔵しており，かつ，蓄電

池を適宜交換することで全交流動力電源喪失発生から外部

からの支援が期待できるまでの７日間に必要な照度の確保

が可能な設計とする。 

 

c．制御室遮蔽設備  

   制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽で構成

する。  

   中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を常設重大事故等対処

設備として位置付ける。  

   制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。  

制御室遮蔽設備は、制御室にとどまる実施組織要員の被ば

くの観点から結果が も厳しくなる重大事故時に、全面マス

ク等の着用及び実施組織要員の交代要員体制を考慮しなく

とも実施組織要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを超えな

いために必要な壁厚さを有する設計とする。  

 

d．制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備

で構成する。 
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中央制御室環境測定設備並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室内並びに使用済燃料受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度並

びに窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲にあることを

把握するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を使用する。 

 

e．制御室放射線計測設備 

  制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計測設備並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計

測設備で構成する。 

中央制御室放射線計測設備は，重大事故等が発生した場合

において中央制御室での活動に支障がない範囲であること

を把握するため，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配

備する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計

測設備は，重大事故等が発生した場合においても使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での活動に支障がない

範囲であることを把握するため，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備

として新たに配備する。 
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（ ２ ）  汚染の持込みを防止するための設備 

  重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，実施組織要員が中央

制御室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持

ち込むことを防止するため，出入管理建屋から中央制御室

に連絡する通路上及び制御建屋の外から中央制御室に連絡

する通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，汚

染検査並びに必要に応じた除染作業ができる区画，汚染検

査及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計と

する。 

  同様に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の外側が放射性物質により汚染したような状況下におい

て，実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止す

るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に作

業服の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染検査並びに必

要に応じた除染作業ができる区画，汚染検査及び作業服の

着替え等を行うための区画を設ける設計とする。 

汚染検査の結果，運転員の汚染が確認された場合は，運

転員の除染を行うことができる区画を，汚染検査を行う区

画に隣接して設置する設計とする。また， 照明について

は，可 搬 型 代 替 照 明 により確保できる設計とする。 
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（ ３ ）  通信連絡設備及び情報把握計装設備 

a．通信連絡設備 

重大事故等が発生した場合においても実施組織要員がとど

まるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室内

の制御建屋対策班が，再処理事業所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うため，可搬型通話装置，可

搬型衛星電話及び可搬型トランシーバを使用する。 

重大事故等が発生した場合においても実施組織要員がとど

まるために必要な重大事故等対処設備として，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋対策班が，再処理事業所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うため，可搬型衛星電話及び可搬

型トランシーバを使用する。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバ

は，乾電池等を電源としており，かつ，蓄電池を適宜交換す

ることで全交流動力電源喪失発生から外部からの支援が期待

できるまでの７日間の使用が可能な設計とする。 

 

b．情報把握計装設備 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室には，重大事故等が発生した場合においても実施組織

要員が中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室にとどまるために必要な重大事故等対処設備とし

て，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外に出ることなく監視が必要なパラメータを把握

541



補 2－11－9 

するために，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の情報把握計装設備の可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置を設置する。可搬型情報収集装置及

び可搬型情報表示装置は，全交流動力電源喪失時においても

電源設備の制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機からの給電が可能な設計とす

る。 

 

２－11－２ 自主対策の設備及び資機材 

a.制御建屋中央制御室換気設備並びに使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備 

中央制御室送風機及び制御室送風機は，外部電源が喪失し

た場合においても使用できるように，電気設備の６．９ｋＶ

非常用母線からの給電に加えて，共通電源車からも受電でき

る設計とする。 

 

b．可搬型よう素フィルタ 

放射性よう素により中央制御室の居住性に影響を及ぼすと判

断した場合には，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡

口に可搬型よう素フィルタを接続できる設計とするとともに，

定格風量において捕集効率 90％の可搬型よう素フィルタを配

備する。  
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補足説明資料２-12 再処理の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則第３３条への適合方針 

（ １ ）  再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第１項第一号 

（ ｉ ）  要求事項 

  想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有す

るものであること。 

 

(ⅱ ) 適合性 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風

機は，重大事故等発生時において中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員の人数及び設置機器の

発熱量を考慮しても，十分な換気風量を有する設計とする。 

代替中央制御室送風機は，居住性を確保するために必要な

容量等を有する設備として必要数２台，故障時バックアップ

を２台，保守点検による待機除外時バックアップを１台確保

する。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御建屋の可搬型ダ

クトは，居住性を確保するために必要な容量等を有する設備

として必要数１式，故障時バックアップを１式以上確保する。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制

御室送風機は，重大事故等発生時において使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の人数及び設置機器の発熱量を考慮
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しても，十分な換気風量を有する設計とする。  

代替制御室送風機は，居住性を確保するために必要な容量

等を有する設備として必要数１台，故障時バックアップを１

台，保守点検による待機除外時バックアップを１台確保する。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトは，居住性を

確保するために必要な容量等を有する設備として必要数１

式，故障時バックアップを１式以上確保する。 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，設計

基準事故対処設備と兼用しており，重大事故等発生時におい

て中央制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の人数及び設置機器の発熱量を考慮しても，十分な換

気風量を有する設計とする。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機は，設計基準事故対処設備と兼用しており，重大事故等発

生時において使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員の人

数及び設置機器の発熱量を考慮しても，十分な換気風量を有

する設計とする。  

制御室照明設備の中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明（以下，中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明とす

る。）は，中央制御室にて実施組織要員が重大事故等対処に

あたるのに必要な照明を確保するために必要な数量及び出

入管理区画にて実施組織要員が身体サーベイ，作業服の着替

え等に必要な照明を確保するために必要な数量を有する設
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計とする。中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，重

大事故等時に必要な中央制御室用として74台，出入管理区画

用として２台を確保する。  

制御室照明設備の使用済燃料の受入れ施設の制御室代替

照明設備の可搬型代替照明（以下，使用済燃料の受入れ施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明とする。）は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にて実施組織要

員が重大事故等対処にあたるのに必要な照明を確保するた

めに必要な数量を有する設計とする。使用済燃料の受入れ施

設の制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，重大事故等時

に必要な使用済燃料の受入れ施設の制御室用として17台，出

入管理区画用として２台を確保する。  

制御室遮蔽設備は，重大事故等発生時において中央制御室

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員がマスクの

着用及び交代体制を考慮しなくても，中央制御室内並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内にとどまる

実施組織要員の実効線量が７ 日 間 で lOOmSvを超えないため

に十分な壁厚を有する設計とする。  

制御室環境測定設備の中央制御室環境測定設備並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備

は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲にあることの測定が可能な設計と

する。中央制御室環境測定設備並びに使用済燃料の受入れ施
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設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，そ

れぞれ重大事故等時への対処に必要な台数として各１台，故

障時バックアップとしての予備を必要数以上確保する。  

制御室放射線計測設備の中央制御室放射線計測設備並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定

設備は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の活動に支障がない範囲にあることの測定が

可能な設計とする。中央制御室放射線計測設備並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備のガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サー

ベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

重大事故等への対処に必要な台数としてそれぞれ各１台，故

障時バックアップを予備として必要数以上確保する。  

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は資機材のみであり，

必要個数及び容量を考慮すべき設備ではない。 

 

３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型

トランシーバは，中央制御室内並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内の実施組織要員が再処理事業所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を可能とす

るために必要な台数として，可搬型通話装置 120 台，可搬型
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衛星電話 20 台，可搬型トランシーバ 20 台，それぞれの故障

時バックアップとしての予備を必要数以上確保する。  

通信連絡設備の可搬型衛星電話，可搬型トランシーバは，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋班が再処理事業所の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を可能とするために必要な台数

として，可搬型衛星電話１台，可搬型トランシーバ１台，そ

れぞれの故障時バックアップとしての予備を必要数以上確保

する。  

情報把握計装設備の可搬型情報収集装置及び可搬型情報表

示装置は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の活動に必要な情報を収集及び表示が可能な設

計とするために必要な台数として，それぞれ各１台，故障時バ

ックアップとしての予備を必要数以上確保する。  
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（ ２ ）  環境条件（再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則第三十三条第１項第二号） 

（ ｉ ）  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の

「2.3 環境条件等」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

  代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型ダクト，中央制御

室送風機，制御建屋の換気ダクト，代替制御室送風機，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト，制御室送風機，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト，可搬型代替照明，

中央制御室遮蔽，制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ），

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，制御建屋内並びに使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内または屋外の環境条件を考慮し，第１表

に示す設計とする。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持ち込みを防止するための設備は資機材のみであ

り，想定される重大事故等時における環境条件を考慮すべき
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設備はない。 

 

３） 通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシーバ，並

びに中央制御室の可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装

置は，制御建屋内並びに使用済燃料受入れ貯蔵建屋内または屋

外の環境条件を考慮し，第１表に示す設計とする。 

 

第１表 想定する環境条件 

環境条件 対 応 

温度，圧力，

湿度及び放

射線 

設置場所である制御建屋並びに使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内又は屋外で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しない設計とする。 

内部火災 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の居住性の確保に用いる設備は，発火

性又は引火性物質の漏えいの防止対策，不燃性又は

難燃性材料の使用，避雷設備の設置，地震による自ら

の破壊又は倒壊による火災の発生を防止する等によ

る火災発生防止対策を講じた設計とするとともに，

火災発生の早期感知を図るため固有の信号を発する

異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機

器を組み合わせた火災検出装置及び消火設備を周囲

に設け，必要な機能が損なわれることがない設計と

している。 

内部溢水 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内には溢水源となる機器を設けない設

計とする。また，火災が発生したとしても，実施組織

要員が火災状況を確認し，粉末消火器または二酸化

炭素消火器によって初期消火を行うため，溢水源と

ならないことから，消火水による溢水により運転操

作 に 影 響 を 与 え ず に 容 易 に 操 作 が で き る 設 計 と す

る。  
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環境条件 対 応 

外部電源喪

失 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故及び重大

事 故 等 に 対 応 す る た め の 中 央 制 御 室 の 主 要 な 設 備

は，外部電源が喪失した場合には，第２非常用ディー

ゼル発電機が起動することにより，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。  
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の主

要な設備は，外部電源が喪失した場合には，第１非常

用ディーゼル発電機が起動することにより，運転操

作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。  
重大事故等に対応するための中央制御室の主要な設

備は，全交流動力電源が喪失した場合において制御

建屋可搬型発電機から代替中央制御室送風機への給

電により，中央制御室の居住性を確保し，運転員がと

どまることができる設計とする。  
重大事故等に対応するための使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の主要な設備は，全交流動

力電源が喪失した場合において使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型発電機から代替制御室送

風機への給電により，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の居住性を確保し，運転員がとど

まることができる設計とする。 

ばい煙等に

よる中央制

御室並びに

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋の制

御室の雰囲

気の悪化 

外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガ

ス及び降下火砕物による中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の室内環境の

悪化の恐れがある場合は，外気との連絡口を遮断し，

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気設備のフィルタ  ユニットを通

して中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の空気を循環させる再循環運転と

することで，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内にとどまる実施組織要

員を防護できる。 
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（ ３ ）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第１項第三号 

 

（ ｉ ）  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」の

「2.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

中央制御室の居住性を確保するための設備のうち，操作が

必要となる設備の操作は，スイッチまたは手動により中央制

御室から操作が可能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性を

確保するための設備のうち，操作が必要となる設備の操作

は，スイッチまたは手動により使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室から操作が可能な設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は、想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用し，中央制御室の

操作スイッチまたは現場での手動によるダンパ操作により

速やかに切り替えられる設計とする。 

また，制御建屋中央制御室換気設備の運転モード切替に使

用する空気作動ダンパは，駆動源（空気）が喪失した場合ま
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たは電源が喪失した場合に開となり，現場での人力による操

作が不要な構造とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は、想定され

る重大事故等時において，設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の操作ス

イッチまたは現場での手動によるダンパ操作により速やか

に切り替えられる設計とする。 

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の運転

モード切替に使用する空気作動ダンパは，駆動源（空気）

が喪失した場合または電源が喪失した場合に開となり，現場

での人力による操作が不要な構造とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する

施設である制御建屋中央制御室換気設備とは分離独立した

系統として使用するため，想定される重大事故等時に切り

替えることなく使用できる設計とするとともに，現場での

手動による接続作業により速やかに系統構成が可能であ

り，また人力による持ち運びが可能な設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安

全機能を有する施設である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは分離独立した系統として使用するため，

想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる

設計とするとともに，現場での手動による接続作業により

速やかに系統構成が可能であり，また人力による持ち運び

が可能な設計とする。 
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代替制御建屋中央制御室換気設備並びに使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の操作が必要な対象機器につ

いて第２表に示す。 

 

第２表 操作対象機器 

（代替中央制御室送風機，代替制御室送風機，制御建屋可搬型

発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型発電

機） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替中央制御

室送風機 

①可搬型ダクト

接続 

②ケーブル接続 

人力接続 制御建屋 

代替制御室送

風機 

①可搬型ダクト

接続 

②ケーブル接続 

人力接続 

使用済燃料受

入れ・貯蔵建

屋 

制御建屋 

可搬型発電機 
ケーブル接続 人力接続 制御建屋 

使用済燃料の

受入れ施設及

び貯蔵施設可

搬型発電機 

ケーブル接続 人力接続 

使用済燃料受

入れ・貯蔵建

屋 
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中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は ，附属のスイ

ッチにより設置場所で操作が可能であり，また人力による持

ち運びが可能な設計とする。 

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，運転員又は

放射線管理班員が制御建屋の保管場所から照明の確保が必要

な場所へ移動させて使用する設計とする。 

  中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，全交流動力

電源喪失時には内蔵している蓄電池により点灯が可能な設計

とする。 

  中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明の操作場所であ

る中央制御室には，操作を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備の可搬型代替照明は ，附属のスイッチにより設置場所で操

作が可能であり，また人力による持ち運びが可能な設計とす

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備の可搬型代替照明は，運転員又は放射線管理班員が使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の保管場所から照明の確保が必要な場

所へ移動させて使用する設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備の可搬型代替照明は，全交流動力電源喪失時には内蔵して

いる蓄電池により点灯が可能な設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備の可搬型代替照明の操作場所である使用済燃料の受入れ施
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設及び貯蔵施設の制御室には，操作を考慮して十分な操作空

間を確保する。 

  可搬型代替照明操作が必要な対象機器について第３表に示

す。 

 

第３表 操作対象機器（可搬型代替照明） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可搬型代替照

明 

― 運搬・設置 中央制御室並

びに使用済燃

料の受入れ施

設及び貯蔵施

設の制御室 

― スイッチ操作 

 

 

  中央制御室遮蔽は，制御建屋と一体で構成しており，通常

待機時及び重大事故等時において，特段の操作を必要とせず

に使用が可能な設計とする。 

制御室遮蔽は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と一体で構成して

おり，通常待機時及び重大事故等時において，特段の操作を

必要とせずに使用が可能な設計とする。 

 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，附属のスイッ

チにより設置場所で操作が可能であり，また人力による持ち

運びが可能な設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，重大事故等発生時において，

中央制御室の環境条件を考慮の上，中央制御室にて操作が可
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能な設計とする。 

操作場所である中央制御室は，十分な操作空間を確保す

る。また，中央制御室環境測定設備の操作は，容易かつ確実

に操作が可能な設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，附属のスイッチにより設置場所で操作

が可能であり，また人力による持ち運びが可能な設計とす

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，重大事故等発生時において，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の環境条件を考慮の上，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にて操作が可能な設計とす

る。 

操作場所である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室は，十分な操作空間を確保する。また，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計の

操作は，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

  可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計の操作が必要な対象機器について第４表に示

す。 
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第４表 操作対象機器（可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

可 搬 型 酸 素 濃

度計 
― 

スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

可 搬 型 二 酸 化

炭素濃度計 
― 

スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

可 搬 型 窒 素 酸

化物濃度計 
― 

スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，附属のスイッチにより設

置場所で操作が可能であり，また人力による持ち運びが可能

な設計とする。 

  中央制御室放射線計測設備は，重大事故等発生時におい

て，中央制御室内の環境条件を考慮の上，中央制御室にて操

作が可能な設計とする。操作場所である中央制御室内は，十

分な操作空間を確保する。また，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及

び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）の操作は，容易かつ確実に

操作が可能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，附属のスイッチにより設置場所で操作が可能であ
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り，また人力による持ち運びが可能な設計とする。 

  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備は，重大事故等発生時において，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内の環境条件を考慮の上，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にて操作が可能な設計

とする。操作場所である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内は，十分な操作空間を確保する。また，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）の操作

は，容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の操作が必要な対象機器について第５表に示す。 

 

第５表 操作対象機器（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）） 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

ガ ン マ 線 用 サ

ー ベ イ メ ー タ

（ＳＡ） 

― 
スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

アルファ・ベー

タ 線 用 サ ー ベ

イ メ ー タ （ Ｓ

Ａ） 

― 
スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

可 搬 型 ダ ス ト

サ ン プ ラ （ Ｓ

Ａ） 

― 
スイッチ

操作 

中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設制御室 
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２） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

中央制御室の通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星

電話及び可搬型トランシーバは，附属のスイッチにより設置

場所で操作が可能であり，また人力による持ち運びが可能な

設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の通信連絡設備の可

搬型衛星電話及び可搬型トランシーバは付属のスイッチによ

り設置場所で操作が可能である。 

通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び可搬

型トランシーバの操作が必要な対象機器について第６表に示

す。 
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第６表 操作対象機器（可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び

可搬型トランシーバ） 

機器名称 操作内容 操作方法 操作場所 

可搬型通話装置 

― 運搬・設置 

中央制御室 コネクタ接続 人力接続 

起動・停止 スイッチ操作 

可搬型衛星電話 

― 運搬・設置 中央制御室

並びに使用

済燃料の受

入れ施設及

び貯蔵施設

の制御室 

コネクタ接続 人力接続 

起動・停止 スイッチ操作 

可搬型衛トラン

シーバ 

― 運搬・設置 中央制御室

並びに使用

済燃料の受

入れ施設及

び貯蔵施設

の制御室 

コネクタ接続 人力接続 

起動・停止 スイッチ操作 

 

情報把握計装設備の可搬型情報収集装置及び可搬型情報表

示装置は，附属のスイッチにより設置場所で操作が可能であ

り，また人力による持ち運びが可能な設計とする。 

情報把握計装設備の可搬型情報収集装置及び可搬型情報表

示装置は，重大事故等時において，中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の環境条件（被ばく

影響等）を考慮の上，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にて操作が可能な設計とする。操

作場所である中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室には，十分な操作空間を確保する。 

  可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置の操作が必要
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な対象機器について第７表に示す。 

 

第７表 操作対象機器（可搬型情報収集装置及び可搬型情報表

示装置） 

機器名称 操作内容 操作方法 操作場所 

可 搬 型 情 報 収

集装置 

― 運搬・設置 中央制御室並

びに使用済燃

料の受入れ施

設及び貯蔵施

設の制御室 

ケーブル接続 人力接続 

起動・停止 スイッチ操作 

可 搬 型 情 報 表

示装置 

― 運搬・設置 中央制御室並

びに使用済燃

料の受入れ施

設及び貯蔵施

設の制御室 

ケーブル接続 人力接続 

起動・停止 スイッチ操作 

 

４） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は資機材のみであり，

操作を考慮すべき設備ではない。 
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（ ４ ）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第１項第四号 

 

（ ｉ ）  要求事項 

  健全性及び能力を確認するため，再処理施設の運転中又は

停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

基本方針については「第33条  重大事故等対処設備」の

「2.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽は，第８表に示すように，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。 

 

第８表 中央制御室遮蔽及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

遮蔽の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常がないことを確

認する。 

 

  代替制御建屋中央制御室換気設備並びに代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，第９表～第12表に示すよ

うに，再処理工程の運転中又は停止中に機能・性能及び外観

の確認並びに動作確認が可能な設計とする。 

563



補 2-12-21 

 

第９表 代替中央制御室送風機及び代替制御室送風機の試験検

査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中  
外観点検  

外観上，異常が無いこと

を確認する。  

動作確認  運転状態を確認する。  

 

第 10 表  可搬型ダクトの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
外観上，異常がないこと

を確認する。 

 

第 11 表  制御建屋可搬型発電機及び使用済燃料の受入れ施設 

及び貯蔵施設可搬型発電機の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 

外観点検 
外観上，異常がないことを

確認する。 

起動試験 
運転状態の確認。（電圧値，

異音・異臭等） 

停止中 

分解点検 

単体作動

確認 

絶縁特性を確認 

電圧・電流確認 
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第 12 表  可搬型電源ケーブルの試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 外観点検 外観上の異常等の確認 

停止中 絶縁特性確認 絶縁特性を確認 

 

   中央制御室代替照明設備並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型代替照明は，第13表に示すように再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検として外観上，異

常が無いことを確認する。また，可搬型代替照明は，再処

理施設の運転中又は停止中に動作確認として内蔵している

蓄電池による点灯確認が可能な設計とする。 

 

第 13 表  可搬型代替照明の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いこ

とを確認する。 

動作確認 
点灯することを確認す

る。 

 

   中央制御室環境測定設備並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，第14表～第16表に

示すように，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検及

び動作確認が可能な設計とする。中央制御室環境測定設備

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境
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測定設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検と

して外観上，異常が無いことを確認するとともに，動作確

認として校正ガスによる指示値等の確認が可能な設計とす

る。 

 

第 14 表  可搬型酸素濃度計の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 校正ガスを用い校正する。 

 

第15表  可搬型二酸化炭素濃度計の試験検査  

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 校正ガスを用い校正する。 
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第 16表  可搬型窒素酸化物濃度計の試験検査  

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 校正ガスを用い校正する。 

 

中央制御室放射線計測設備並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，第17表～第19表

に示すように，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検及

び動作確認が可能な設計とする。中央制御室放射線計測設備

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線

計測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検とし

て外観上，異常が無いことを確認するとともに，動作確認と

して校正線源又は標準器による指示値等の確認が可能な設計

とする。 
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第 17表  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 校正線源を用い校正する。 

 

第 18表  アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の試験

検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 校正線源を用い校正する。 

 

  

568



補 2-12-26 

第 19表  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを

確認する。  

動作確認 

機能・性能（特性確認等）

を確認する。 

校正 

標準器を用い校正する（流

量）。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は資機材のみであり，

再処理施設の運転中又は停止中に試験及び検査を考慮すべき

設備ではない。 

 

３）通信連絡設備及び情報把握計装設備 

  可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋外用）は，第20表に示すように，再処理施設

の運転中又は停止中，外観点検及び動作確認が可能な設計又

は停止中に外観点検及び動作確認が可能な設計とする。ま

た，可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検として

外観上，異常が無いことを確認するとともに，動作確認とし

て通話通信の確認が可能な設計とする。 

 

  

569



補 2-12-27 

第 20 表  可 搬 型 通 話 装 置 ， 可 搬 型 衛 星 電 話 （ 屋 外 用 ）     

及び可搬型トランシーバ（屋外用）の試験検査  

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中  
外観点検  

外観上，異常が無いこと

を確認する。  

動作確認  通話通信を確認する。  

 

  可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，第21表に

示すように，再処理施設の運転中又は停止中に，外観点検及

び動作確認が可能な設計とする。また，可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検として外観上，異常が無いことを確認するととも

に，動作確認としてデータ表示の確認が可能な設計とする。 

 

第 21表  可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置の試験検

査  

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中  

外観点検  
外観上，異常が無いこと

を確認する。  

動作確認  
機能（データの表示）を

確認する。  
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（ ５ ）  切替えの容易性（再処理施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則第三十三条第１項第五号） 

（ ｉ ）  要求事項 

  本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

  基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」

の「2.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

１） 居住性を確保するための設備 

  中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽は，制御建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋と一体で設置するうえ，本来の用途

以外の用途として使用するための切替えが不要な設計とす

る。 

  制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，本来の用途

以外の用途として使用しない設計とする。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は資機材のみであ

り，切替操作を考慮すべき設備ではない。 
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３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバ

は，本来の用途以外の用途として使用しない設計とする。 

また，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，

本来の用途以外の用途として使用しない設計とする。 
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（ ６ ）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第１項第六号 

（ ｉ ）  要求事項 

  工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

  基本方針については，「第33条  重大事故等対処設備」の

「2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

  中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽は，制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋と一体のコンクリート構造物とし，倒壊

等のおそれはなく，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽は，設計基準対象

施設として使用する場合と同様に，重大事故等対処設備とし

て使用する設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備は，他の設備から独立して単独で使用が

可能な設計とする。 

代替中央制御室送風機，代替制御室送風機，可搬型ダクト，

制御建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型発電機及び可搬型電源ケーブルは，他の設備から

独立して単独で使用が可能なこと及び地震発生時に飛散し

ないよう転倒防止対策を講じた床・壁に直接固縛して保管す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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可搬型代替照明は，他の設備から独立して単独で使用が可

能なこと及び地震発生時に飛散しないよう保管棚又は床・壁

に直接固縛することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

代替中央制御室送風機，代替制御室送風機，可搬型ダクト，

制御建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型発電機及び可搬型電源ケーブルは，他の設備から

独立して単独で使用が可能なこと及び地震発生時に飛散し

ないよう転倒防止対策を講じた床・壁に直接固縛して保管す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計は，他の設備から独立して単独で使用が可能

なこと及び地震発生時に飛散しないよう保管容器に収納し

た上で転倒防止対策を講じた保管棚に固縛，または，保管容

器に収納できない場合は保管棚又は床・壁に直接固縛するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用

サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

は，他の設備から独立して単独で使用が可能なこと及び地震

発生時に飛散しないよう保管容器に収納した上で転倒防止

対策を講じた保管棚に固縛，または，保管容器に収納できな

い場合は保管棚又は床・壁に直接固縛することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は資機材のみであ

り，悪影響を考慮すべき設備ではない。 

ただし，資機材は，地震発生時に飛散しないよう転倒防止

対策を講じた保管棚又は床・壁に直接固縛することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシーバ

は，他の設備から独立して単独で使用が可能なこと及び地

震発生時に飛散しないよう転倒防止対策を講じた保管棚又

は床・壁に直接固縛することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，他の設

備から独立して単独で使用が可能なこと及び地震発生時に

飛散しないよう転倒防止対策を講じた保管棚又は床・壁に直

接固縛することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 
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（ ７ ）  設置場所（再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則第三十三条第１項第七号） 

（ ｉ ）  要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

（ ⅱ ）  適合性 

   基本方針については，「第33条  重大事故等対処設備」

の「2.3 環境条件等」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

   中央制御室遮蔽は，制御建屋と一体のコンクリート構

造物に設置し，重大事故等時において，操作及び作業

を必要としない設計とする。 

制御室遮蔽は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と一体

のコンクリート構造物に設置し，重大事故等時におい

て，操作及び作業を必要としない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋内に設置

し，中央制御室で操作が可能な設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作が可能な設計

とする。 

   代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋に設置
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することで，設置場所で操作が可能な設計とする。制

御建屋可搬型発電機は制御建屋近傍に設置し，設置場

所で操作が可能な設計とする。 

また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置すること

で，設置場所で操作が可能な設計とする。使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋近傍に設置し，設置場所で操作が

可能な設計とする。 

   代替中央制御室照明設備は，制御建屋内に設置するこ

とで，設置場所で操作が可能な設計とする。 

   代替使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置するこ

とで，設置場所で操作が可能な設計とする。 

   中央制御室環境測定設備は，中央制御室に設置し，設

置場所で操作が可能な設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，設置場所で操作が可能な

設計とする。 

中央制御室放射線計測設備は，放射線量が高くなるお

それの少ない中央制御室に配備し，設置場所で操作が可

能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線

計測設備は，放射線量が高くなるおそれの少ない使用済
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燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配備し，設置

場所で操作が可能な設計とする。 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持ち込みを防止するための設備は資機材のみであ

り，設置場所で操作を考慮すべき設備はない。 

３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシ

ーバは，制御建屋に設置することで，設置場所で操作

が可能な設計とする。 

可搬型衛星電話，可搬型トランシーバは，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置することで，設置場所で操

作が可能な設計とする。 

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，制御

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置すること

で，設置場所で操作が可能な設計とする。 

 

１）～３）の設備の設置場所，操作方法を第 22 表に示す。 

第 22 表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作方法 

中央制御室送風機 制御建屋 スイッチ 

制御室送風機 使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

スイッチ 

代替中央制御室送風機 制御建屋 スイッチ 
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機器名称 設置場所 操作方法 

代替制御室送風機 使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋 

スイッチ 

制御建屋可搬型発電機 制御建屋屋外 スイッチ 

使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電

機 

使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の近傍 

スイッチ 

可搬型代替照明 中央制御室の制御建屋

並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋 

スイッチ 

可搬型酸素濃度計 中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  

可搬型二酸化炭素濃度計 中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  

可搬型窒素酸化物濃度計 中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  

ガンマ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  
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機器名称 設置場所 操作方法 

アルファ・ベータ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ） 

中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  

可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ） 

中央制御室及び使用済

燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

スイッチ  

可搬型通話装置 制御建屋 スイッチ 

可搬型衛星電話 制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 

スイッチ 

可搬型トランシーバ 制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 

スイッチ 

可搬型情報収集装置 制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 

スイッチ 

 

可搬型情報表示装置 制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 

スイッチ  
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（ ８ ）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第２項 

 

（ ｉ ） 要求事項 

常設重大事故等対処設備は，前項に定めるもののほか，共

通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものでなければならない。 

 

（ ⅱ ） 適合性 

基本方針については，「第 33 条  重大事故等対処設備」の

「2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

中央制御室遮蔽，制御室遮蔽は，設計基準事故対処設備で

ある中央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室遮蔽を重大事故等対処設備として使用する

が，これらの設備は，静的機器で構成し，設計基準事故に対

処するための設備をそのまま用いて対処する設計とし，基準

地震動の地震力に対して重大事故に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計としている。  

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備に対象となる常設重

大事故等対処設備はない。 
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３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

通信連絡設備及び情報把握計装設備に対象となる常設重

大事故等対処設備はない。 
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（ ９ ）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項第一号 

（ ｉ ）  要求事項 

  常設設備（再処理施設と接続されている設備又は短時間に

再処理施設と接続することができる常設の設備をいう。以下

同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ

確実に接続することができ，かつ，二以上の系統が相互に使用

することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ ) 適合性 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備，中央制御室代替照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備，

中央制御室環境測定設備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備，中央制御室放射線計測設備並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計

測設備は，他の設備から独立しており，使用時は常設設備と

の接続を伴わないことから，対象外とする。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，他の設備から独立

しており，使用時は常設設備との接続を伴わないことから，

対象外とする。 
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３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシーバ，

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，他の設備

から独立しており，使用時は常設設備との接続を伴わない

ことから，対象外とする。 

補 2-12-41 
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（ 1 0）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項第二号 

（ ｉ ）  要求事項 

  常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（再処理施設の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設けるものであること。 

 

(ⅱ ) 適合性 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備，中央制御室代替照明設備，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明

設備，中央制御室環境測定設備，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備，中央制御室放射線計

測設備並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室は，他の設備から独立しており，常設設備と使用のた

めの接続を伴わないことから，対象外とする。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，他の設備から独

立しており，常設設備と使用のための接続を伴わないこと

から，対象外とする。 
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３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシーバ，

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，他の設備

から独立しており，常設設備と使用のための接続を伴わな

いことから，対象外とする。 
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（ 1 1）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項第三号 

 

（ ｉ ）  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続

することができるよう，設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

１） 居住性を確保するための設備 

中央制御室遮蔽は，制御建屋と一体のコンクリート構

造物に設置し，重大事故等時において，操作及び作業を

必要としない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室遮蔽は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋と一体のコンクリート構造物に設置

し，重大事故等時において，操作及び作業を必要としな

い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋内に設置

し，中央制御室または設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入
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れ施設及び貯蔵施設の制御室または設置場所で操作が可

能な設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋に設置

することで，設置場所で操作が可能な設計とする。制御

建屋可搬型発電機は制御建屋近傍に設置し，設置場所で

操作が可能な設計とする。 

また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置することで，

設置場所で操作が可能な設計とする。使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋近傍に設置し，設置場所で操作が可能な設

計とする。 

中央制御室代替照明設備は，制御建屋内に設置するこ

とで，設置場所で操作が可能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照

明設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置すること

で，設置場所で操作が可能な設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，中央制御室に設置するこ

とで，設置場所で操作が可能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に設置することで，設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

中央制御室放射線計測設備は，中央制御室に設置する

ことで，設置場所で操作が可能な設計とする。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線

計測設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に設置することで，設置場所で操作が可能な設計と

する。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，制御建屋内及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置することで，設置場

所で設置が可能な設計とする。 

 

３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬型トランシ

ーバは，制御建屋内に設置することで，設置場所で操

作が可能な設計とする。 

また，可搬型衛星電話，可搬型トランシーバは使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置することで，設置場

所で操作が可能な設計とする。 

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，制

御建屋内及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置す

ることで，設置場所で操作が可能な設計とする。 
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（ 1 2）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項第四号 

 

（ ｉ ）  要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

 (ⅱ ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送

風機は，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処を

行う建屋内の異なる場所にも保管することで，必要数及

び故障時バックアップを複数個所に分散して保管し，位

置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代
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替制御室送風機は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，対処を行う建屋内の異なる場

所にも保管することで，必要数及び故障時バックアップ

を複数個所に分散して保管し，位置的分散を図る。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，中央制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，対処を行う建屋内の異なる場所にも保管

することで，必要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照

明設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋内の異なる場所に
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も保管することで，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を図る。 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋内にも保管することで，必要数及び

故障時バックアップを複数個所に分散して保管し，位置

的分散を図る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋内にも保管することで，必要数及び

故障時バックアップを複数個所に分散して保管し，位置

的分散を図る。  

中央制御室放射線計測設備は，制御建屋内に必要数及

び故障時バックアップを複数個所に分散して保管し，位

置的分散を図る。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線

計測設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及

び故障時バックアップを複数個所に分散して保管し，位

置的分散を図る。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，地震，津波及び

その他の外部事象による損傷の防止が図られた制御建屋内

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する。 
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３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び可搬型トランシー

バは，地震，津波及びその他の外部事象による損傷の防止

が図られた制御建屋内に保管する。 

可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバは，地震，津波

及びその他の外部事象による損傷の防止が図られた使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する。 

可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置は，地震，

津波及びその他の外部事象による損傷の防止が図られた制

御建屋内及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する。 
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（ 1 3）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項第五号 

（ ｉ ）  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ ) 適合性 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備，中央制御室代替照明

設備，中央制御室環境測定設備及び中央制御室放射線計

測設備は，地震，津波及びその他の外部事象による損傷

の防止が図られた制御建屋内の室に保管し，保管場所へ

のアクセスルートを２系統確保できる設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備は，地震，津波及びその他の外部事象に

よる損傷の防止が図られた使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の室に保管し，保管場所へのアクセスルートを２系統

確保できる設計とする。 
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２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，地震，津波及び

その他の外部事象による損傷の防止が図られた制御建屋

内並びに使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する。 

 

３） 通信連絡設備及び中央制御室の情報把握計装設備  

可搬型通話装置，可搬型衛星電話及び可搬型トランシ

ーバは，地震，津波及びその他の外部事象による損傷の

防止が図られた制御建屋内並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設内に保管し，保管場所へのアクセスルー

トを２系統確保できる設計とする。 

また，可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバは，地

震，津波及びその他の外部事象による損傷の防止が図ら

れた使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管し，保管場所

へのアクセスルートを２系統確保できる設計とする。 
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（ 1 4）  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三

十三条第３項六号 

 

（ ｉ ）  要求事項 

共通要因によって，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ ⅱ ）  適合性 

基本方針については，「第３３条 重大事故等対処設備」の

「2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

１） 居住性を確保するための設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送

風機は，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風

機と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御

室送風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用す

る電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，代替

電源設備の制御建屋可搬型発電機から電力を供給するこ

とで，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代

替制御室送風機は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
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換気設備の制御室送風機と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電する

ための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等に対して，代替電源設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を供

給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の制御室送風機に対して多様性を有する設計とす

る。 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制

御室換気設備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，制御建屋中央制御室換気設備

とは異なる換気経路とすることで，制御建屋中央制御室

換気設備に対して独立性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備とは異

なる換気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設計基

準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉
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設備等に対して，中央制御室代替照明設備に内蔵されて

いる蓄電池から電力を供給することで，中央制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有す

る設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照

明設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設計基準対

象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備

等に対して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室代替照明設備に内蔵されている蓄電池から電力を供

給することで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多

様性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，中央制御室代替照

明設備のみで使用可能とすることで，中央制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する

設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照

明設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ
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って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備のみで使用可能とすることで，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯に対して独立性を有する設計とする。 

 

２） 汚染の持込みを防止するための設備 

汚染の持込みを防止するための設備は，多様性及び位置的

分散を考慮する可搬型重大事故等対処設備ではない。 

 

３） 通信連絡設備及び情報把握計装設備 

通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話，可搬

型トランシーバは，対処に必要な個数を中央制御室とは異

なる制御建屋の室に，故障時バックアップの個数を対処に

必要となる個数とは異なる制御建屋の室に保管するととも

に，故障時バックアップの個数を外部保管エリアにも保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

中央制御室の情報把握計装設備の可搬型情報収集装置及

び可搬型情報表示装置は，対処に必要な個数を中央制御室

とは異なる室に，故障時バックアップの個数を対処に必要

な個数とは異なる制御建屋の室に保管するとともに，故障

時バックアップの個数を外部保管エリアにも保管すること

で，位置的分散を図る設計とする。 

通信連絡設備の可搬型衛星電話，可搬型トランシーバ

は，対処に必要な個数を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
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施設の制御室とは異なる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に，

故障時バックアップの個数を対処に必要となる個数とは異

なる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に保管するととも

に，故障時バックアップの個数を外部保管エリアにも保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

中央制御室の情報把握計装設備の可搬型情報収集装置及

び可搬型情報表示装置は，対処に必要な個数を中央制御室

とは異なる室に，故障時バックアップの個数を対処に必要

な個数とは異なる制御建屋の室に保管するとともに，故障

時バックアップの個数を外部保管エリアにも保管すること

で，位置的分散を図る設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「再処理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，「事業指定基準規則」とい

う。）の第 20 条（制御室等）の第３項第１号及び第 26 条（緊急時対策所）

第２項に係る基準適合性及び「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事

業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的能力審査基準」という。）の

1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関しては，既許可での申請範囲

には含めず，別途申請することとしていたことから，改めて基準適合性の

確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

事業指定基準規則においては，運転員及び緊急時対策所の指示要員の対

処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発生源に対し，有毒ガスの発

生を検出する装置及び警報装置その他の適切に防護するための設備の設置

といった有毒ガスの発生源，防護対象者及び防護対策（検知手段，防護措

置）に係る具体的要求事項が追加されている。また，技術的能力審査基準

においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，有毒ガス発生時の重

大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有毒ガス濃度を基準値

以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生する有毒ガスへの対

策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といった防護対策（検知手
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補 2-13-2 

 

段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されている。第 44 条では，こ

れらの要求事項及び重大事故発生時における制御室の居住性の確保に係る

要求事項に対し，第 33 条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の

内数として有毒ガスを考慮し，防護対象者（制御室にとどまる要員）の整

理及び防護対策（検知手段，防護措置）の設計方針を反映することが求め

られることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（1／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び

交代要員体制を考慮しなくとも，制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が７日間で100

ｍＳｖを超えず，当該重大事故等に対

処するために適切な措置が講じられ

るよう，実施組織要員が制御室にとど

まるために必要な居住性を確保する

ための重大事故等対処施設を設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室にとどまり必要な操作，監

視及び措置を行う実施組織要員がと

どまるために必要な居住性を確保す

るための重大事故等対処施設を設置

及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設

 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

中央制御室は，各重大事故の有効性

評価の対象としている事象のうち，

も厳しい結果を与える全交流動力電

源の喪失を起因とする「放射線分解に

より発生する水素による爆発」と「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の重畳

の発生時において，実施組織要員のマ

スクの着用及び交代要員体制を考慮

せず，中央制御室は代替制御建屋中央

制御室換気設備による外気取入れに

て換気を実施している状況下におい

て評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制

御室に移動する要員の実効線量が，７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。 

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下にお

いて約1×10-3ｍＳｖであり，7日間で

100ｍＳｖを超えない。 

中央制御室の重大事故等対処設備

の機器配置概要図を第6.2.5－４図～

第6.2./54図に示す。 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

各重大事故が発生した場合におい

て，制御室にて必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために

必要な重大事故等対処施設を配備又

は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の

 

 

【補足説明資料2-12 再処理の位置、

構造及び設備の基準に関する規則第

33 条への適合方針】 

第 33 条への適合方針を記載してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

 第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

・中央制御室にとどまる実施組織要

員 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまる実施組織要

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室の運転員，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

運転員を有毒ガス防護対象者とする

こと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・本文・添六：反映事項あり(記載の明

確化） 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮しているが，申請書上で明

記していないことから，有毒ガスが発

生した場合に対しても制御室の居住

性を確保することが明確となるよう

記載を明確化する。 

 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
0
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（2／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

備は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制

御室環境測定設備及び制御室放射線

計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備は，設計基準事故及び重大事故

等を考慮した設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付けるとともに，制御室換気設

備の代替制御建屋中央制御室換気設

備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備，制御室照明設備，制

御室環境測定設備及び制御室放射線

計測設備を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合におい

て，中央制御室にて必要な操作及び措

置を行う実施組織要員が中央制御室

にとどまるために必要な居住性を確

保するための設備は，計測制御装置，

制御室換気設備，制御室照明設備，制

御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及

び制御室放射線計測設備で構成する。 

中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御

建屋可搬型情報収集装置を配備でき

る区画を有する構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

・制御室環境測定設備 

 制御室環境測定設備のうち，可搬

型窒素酸化物濃度計による NOｘ

の検知 

 

 

 

 

 再処理事業所には，重大事故等が

発生した場合において再処理事

業所の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備として，通信連

絡設備及び代替通信連絡設備を

設ける 

 通信連絡手段については,第 47

条に定めている。 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

・制御室にとどまり必要な操作，監視

及び措置を行う実施組織要員がとど

まるために必要な居住性を確保する

ための重大事故等対処施設を設置 

・制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の外気の連絡を遮

断し再循環運転する。 

 外気取り入れ停止後の二酸化炭

素濃度の上昇による居住性の悪

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（濃度計） 

必要な期間にわたり安全にとどま

ることができることを確認するため

の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計を

配備すること。 

 

 

 

 

・有毒ガスの検知手段(通信連絡設備) 

重大事故等対処時に有毒ガスが発

生した場合，第 47 条に示す通信連絡

設備を用いて，有毒ガスの発生を認知

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（換気設備） 

有毒ガスが発生した場合でも実施

組織要員がとどまるために必要な居

住性を確保するための設備として，換

気設備を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（濃度計） 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

有毒ガスを検知するための設備と

して，制御室環境測定設備を配備する

ことが明確であることから，反映事項

はない。 

 

・有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

・本文・添六：反映事項あり(記載の明

確化） 

第 47 条において，通信連絡設備を

設置することを記載しているが，有毒

ガスの発生時に当該設備を用いるこ

とを明確にするため，実施組織要員が

有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備及び代替通信連絡設備を

設ける設計とすることを明確にする。 

 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（換気設備） 

・本文・添六：反映事項あり(記載の明

確化） 

実施組織要員がとどまるために必

要な居住性を確保するための設備と

して，制御室換気設備を設置すること

を記載しているが，有毒ガスの発生時

に当該設備を用いることを明確にす

るため，換気設備の隔離により実施組

織要員を防護できる設計とすること

を記載する。 

 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（3／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

【補足説明資料 2-9 中央制御室につ

いて（被ばく評価除く）】 

３．配備する資機材の数量について 

（１） 防護具の準備個数 

ａ.中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

 重大事故等対応にあたる中央制御室並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での実施組

織要員164名（待機要員含む）となる。 

 よって防護具は，再処理施設用として原則 170 名

分以上の数量を備える。 

 なお，準備する防護具のうち，酸素呼吸器，汚染

防護衣（化学物質），耐薬品用グローブ及び耐薬品用

長靴については，現場環境確認以降に再使用が可能，

かつ，対策班の間で装備の融通が可能であり，現場

環境確認の結果に応じて必要装備の低減が図れるこ

とから， 大必要数は以下のとおりとなる。 

 ①現場環境確認者 32名 

  内訳：各班３名×各建屋２班×５建屋※１+２名

×１班※２＝32名 

※１：前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋 

※２：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 ②要員管理班 ２名 

 ③建屋対策班 36名 

合計 70名（①+②+③） 

以上より，再使用前提の防護具は，90名分以上の

数量を備える。 

準備する防護具の内訳を第16表に示す。 

第16表 防護具 

 

化までの時間の評価を行ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・有毒ガス防護措置（防護具） 

重大事故等時の有毒ガス防護に必

要な防護具を備えること。 

 

 

 

 

・有毒ガス防護措置（防護具） 

・本文・添六：反映事項あり(記載の明

確化） 

手順の中で実施組織要員に対し防

護具を配備することを記載している

が，制御室にとどまる実施組織要員に

対しても有毒ガスの発生時に防護具

を用いることを明確にするため，防護

具の着用により実施組織要員を防護

できる設計とすることを記載する。 

 

・補足：反映事項あり（記載の明確化） 

補足説明資料 2-9 において，重大事

故等対応にあたる実施組織要員以上

の数量の防護具を備えることを記載

していることから，数量の妥当性を明

確にするため，記載を追加する。 

 

添八： 反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（4／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

中央制御室は，各重大事故の有効性

評価の対象としている事象のうち，

も厳しい結果を与える全交流動力電

源の喪失を要因とする「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」と「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の重畳

において，実施組織要員のマスクの着

用及び交代要員体制を考慮せず，制御

室換気設備の代替制御建屋中央制御

室換気設備による外気取入れにて換

気を実施している状況下において評

価し，中央制御室にとどまり必要な操

作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間

で 100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，

も厳しい結果を与える事象の発生時

において，実施組織要員のマスクの

着用及び交代要員体制を考慮せず，

中央制御室は代替制御建屋中央制御

室換気設備，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室は，代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を

実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及

び措置を行う実施組織要員の実効線

量が，７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。 
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重大事故等が発生し，中央制御室

の外側が放射性物質により汚染した

ような状況下において，実施組織要

員が中央制御室の外側から中央制御

室に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，出入管理建

屋から中央制御室に連絡する通路上

又は制御建屋の外から中央制御室に

連絡する通路上に作業服の着替え，

防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以

下「出入管理区画」という。）を設け

る設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下におい

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概  要 

制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，制御室に連絡する通路上に

作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，汚染検査並びに除染作業ができる

区画（以下「出入管理区画」という。）

を設ける。 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生し，中央制御室の

外側が放射性物質により汚染したよ

うな状況下において，中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質によ

る汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連

絡する通路上及び制御建屋の外から
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（5／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

て，実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外

側から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に放射性物質によ

る汚染を持ち込むことを防止するた

め，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上

に出入管理区画を設ける設計とす

る。 

出入管理区画用資機材は，出入管

理区画を設置する場所の近傍に予備

品を含め必要数以上を配備する。 

 

 

 

 

中央制御室に連絡する通路上に出入

管理区画を設ける設計とする。 

汚染が確認された場合に除染作業が

できる区画は，汚染検査を行う区画に

隣接して設置する設計とする。 

全交流動力電源喪失時においても，

出入管理区画は必要な照明を制御室

照明設備を用いて確保する設計とす

る。 

中央制御室の外から中央制御室に

連絡する通路上の出入管理区画配置

概要図を第6.2.5－１図，出入管理建

屋から中央制御室に連絡する通路上

の出入管理区画配置概要図を第6.2.5

－２図，第6.2.5－３図にそれぞれ示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概  要 

各重大事故が発生した場合において，

制御室にて必要な操作及び措置を行

う実施組織要員がとどまるために必

要な重大事故等対処施設を配備又は

位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制

御室遮蔽設備並びに制御室換気設備

の制御建屋中央制御室換気設備及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付けるとともに，制御室換気

設備の代替制御建屋中央制御室換気

設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射

線計測設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（6／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

制御室にとどまるために必要な居

住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御

室遮蔽設備，制御室環境測定設備及

び制御室放射線計測設備で構成す

る。 

6.2.5.2 設計方針 

実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための

設備は，制御室換気設備，制御室照明

設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。 

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを監視並

びに記録できる設備として計測制御

装置を設ける設計とする。 

 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概  要 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを監視並びに記録する

ため，計測制御装置を設ける。 

計測制御装置は，監視制御盤及び安

全系監視制御盤を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。情報把握計

装設備は，常設重大事故等対処設備と

して設置するとともに、可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（7／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（a） 計測制御装置 

通常時及び設計基準事故において，

計測制御装置は，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視及び制御し，再処理施設の安全

性を確保するために必要な操作を手

動により行うことができる設計とす

る。 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，制御室において，

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備

で構成する。 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発

生した場合において，重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であ

り，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 安全系監視制御盤は，内的事象に

よる安全機能の喪失を要因とし，全

交流動力電源の喪失を伴わない重大

事故等が発生した場合において，重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視するための設備で

あり，常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

また，重大事故等が発生した場合に

おいて，制御室にて「6.2.1 計装設

備」の重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視並びに記録で

きる設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを監視並びに記録できる

設備として計測制御装置を設ける設計

とする。 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備で

構成し，重大事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な設備を使用し，監視及

び記録する設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤

は，内的事象による安全機能の喪失を

要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等が発生した場合にお

いて，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視並びに記録す

るための設備として，常設重大事故等

対処設備に位置付ける。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

6
1
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（8／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 情報把握計装設備は，外的事象に

よる安全機能の喪失及び内的事象の

うち全交流動力電源の喪失を要因と

して重大事故等が発生した場合，並

びに内的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等が発生した

場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配

備し，常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

6.2.5.2 設計方針 

情報把握計装設備は，外的事象に

よる安全機能の喪失及び内的事象の

うち全交流動力電源の喪失を要因と

して重大事故等が発生した場合，並

びに内的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等が発生した

場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，

常設重大事故等対処設備として設置

する。 

情報把握計装設備は，制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送

し，記録することにより，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる共通要因に対して，同時

に必要な情報の把握及び記録機能が

損なわれない設計とする。 

 情報把握計装設備の一部は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

 

 

 

 情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置，可搬型重大事故等対処設備で

ある前処理建屋可搬型情報収集装置，

分離建屋可搬型情報収集装置，精製建

屋可搬型情報収集装置，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

情報把握計装設備は，外的事象に

よる安全機能の喪失及び内的事象の

うち全交流動力電源の喪失を要因と

して重大事故等が発生した場合，並

びに内的事象による安全機能の喪失

を要因として重大事故等が発生した

場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前

処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウラン・プル

 

【補足説明資料 2-9 中央制御室につ

いて（被ばく評価除く）】 

２．４．４ 通信連絡設備及び情報把

握計装設備 

２．４．４．１ 代替通信連絡設備 

 中央制御室代替通信連絡設備の可

搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室代替通信連絡設備の可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用）及

び可搬型トランシーバ（屋外用） 

整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（9／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発

電機で構成する。 

トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可

搬型情報収集装置，第１保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報表示装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機を配備

し，常設重大事故等対処設備として

情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置を設置す

る。 

情報把握計装設備用屋内伝送系統

は，「6.2.1.3 主要設備及び仕様」

の可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器にて計測した重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータ

を，前処理建屋においては前処理建

屋可搬型情報収集装置に，分離建屋

においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建

屋可搬型情報収集装置に，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋において

はウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置に，高レベル

廃液ガラス固化建屋においては高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置に伝送するための系統であ

る。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを建屋

間伝送用無線装置に伝送するための

系統である。 

制御建屋に設置する情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，建屋間伝送用

無線装置から制御建屋可搬型情報収

集装置に重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを伝送するた

は，制御室において，実施組織要員が

制御室と再処理施設の重大事故等が

発生している建物または屋外及び緊

急時対策所との間で通信連絡できる

ように，対処に必要な個数一式を中央

制御室を内包する制御建屋並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室を内包する使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管する。 

 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

ける通信連絡設備の概要を第７図に

示す。 

 

 

第７図 中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室における通信連絡設備の概要 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（10／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

めの系統である。 

建屋間伝送用無線装置は，前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋

可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置が収集した重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対

策建屋情報把握設備」の情報収集装

置へ伝送するための系統である。 

建屋間伝送用無線装置は，制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置に対

し，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に

対して，同時に必要な情報の把握機

能が損なわれることはない。 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置及び第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置については，当該装置

から制御建屋可搬型情報収集装置及

び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ

伝送する機能を有する。 

前処理建屋可搬型情報収集装置，分

離建屋可搬型情報収集装置，精製建

屋可搬型情報収集装置，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報

収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（11／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

装置は，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所の「6.2.1.3 主要設

備及び仕様」の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器にて計測した重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを収集する。 

収集した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータは，建屋間伝

送用無線装置にて，制御建屋可搬型

情報収集装置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 

緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に伝送する。 

制御建屋可搬型情報収集装置は，前

処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを

収集し，記録する。また，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータに

ついても収集し，記録する。 

制御建屋可搬型情報収集装置にて収

集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，電磁的に記

録及び保存し，電源喪失により保存

した記録が失われないようにすると

ともに帳票として出力できる。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（12／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要な期間に亘って保存できる容量を

有する。 

制御建屋可搬型情報表示装置は，中

央制御室に配備し，制御建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視する。 

制御建屋可搬型情報収集装置及び

制御建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ.緊急時対策建屋情

報把握設備」の情報収集装置及び情

報表示装置は，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視

及び記録することで，故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

による共通要因に対して，同時に必

要な情報の把握及び記録機能が損な

われることはない。 

中央制御室において情報把握計装設

備が設置されるまでの重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータ

の監視及び記録は，実施組織要員が

「9.17 通信連絡設備」の「9.17.2 

重大事故等対処施設」を用いて，所

定の頻度（1時間30分）で中央制御室

に情報伝達し，監視するとともに記

録用紙に記録する。 

 

 情報把握計装設備は，中央制御室及

び緊急時対策所に同様の情報を伝送

することにより，故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報

の把握機能が損なわれない設計とす

る。 

 

 

 

 （有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（13／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 重

大事故等対処設備」の一部である受電

開閉設備等から給電する設計とする。 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 

重大事故等対処施設」の一部である

受電開閉設備等から給電する。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１」 代替電源設備」

の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及

び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機で構成する。 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機及び「9.2 

電気設備」の「9.2.2 重大事故等対

処施設」の一部である前処理建屋可

搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機及び高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機で構成する。 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は

前処理建屋可搬型発電機から，分離建

屋可搬型情報収集装置は分離建屋可

搬型発電機から，精製建屋可搬型情報

収集装置及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機から，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置は高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

から，制御建屋可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は

情報把握計装設備可搬型発電機から，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機から「(３) (ⅱ) (ａ) 計装

設備」の可搬型計測ユニットを介して

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は

前処理建屋可搬型発電機から，分離

建屋可搬型情報収集装置は分離建屋

可搬型発電機から，精製建屋可搬型

情報収集装置及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置はウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機から，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機から，制御建屋可搬型情

報収集装置及び制御建屋可搬型情報

表示装置は制御建屋可搬型発電機か

ら，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置は情報把握計装設備

可搬型発電機から給電する。 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（14／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

給電する設計とする。 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び情報把握計装設備可搬型発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，共用に

よって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内的事象を要因として発生した場

合に対処に用いる計測制御装置の監

視制御盤は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物に対して代替設備による機

能の確保，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置は，計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤と共通要

因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう計測制御装置

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び情報把握計装設備可搬型発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮して

も，共用によって重大事故時の対処に

影響を及ぼすことはない。 

情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動用

燃料補給設備」の軽油貯蔵タンクロー

リから燃料を補給可能な設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場

合に対処に用いる計測制御装置の監

視制御盤は，地震等により機能が損な

われる場合，代替設備による機能の確

保により機能を維持する設計とする。

また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置は，計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤と共通要

因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう計測制御装置

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（15／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の監視制御盤及び安全系監視制御盤

と独立した異なる系統により当該機

能に必要な系統を構成することで，独

立性を有する設計とする。 

の監視制御盤及び安全系監視制御盤

と独立した異なる系統により当該機

能に必要な系統を構成することで，独

立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，情報把

握計装設備可搬型発電機及び「リ．

（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１」代替電源設

備」の前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機から電力を給電することで，

電気設備の設計基準対象の施設から

の給電で動作する監視制御盤及び安

全系監視制御盤に対して多様性を有

する設計とする。 

 情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，情報把

握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 及 び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前

処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬

型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で

動作する計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤に対して多様

性を有する設計とする。 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（16／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報表示装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置は，計測制御装置の監

視制御盤及び安全系監視制御盤と共

通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤が設置される建屋から

100m以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管す

ることで，位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様の系

統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報表示装置及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，計測制御装置の監視制御盤及び

安全系監視制御盤と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤が設置される建屋から100m以上の

離隔距離を確保した複数の外部保管

エリアに分散して保管することで位

置的分散を図る。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同様の

系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（17／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録

するために必要な保存容量を有する

設計とする。 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送

用無線装置は，収集したパラメータを

伝送可能な容量を有する設計とする

とともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量として前処理

建屋に対して１系統，分離建屋に対し

て１系統，精製建屋に対して１系統，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に

対して１系統，高レベル廃液ガラス固

化建屋に対して１系統，制御建屋に対

して１系統，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以

上□1 を有する設計とする。 

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録

するために必要な保存容量を有する

設計とする。 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，収集したパラメータを

伝送可能な容量を有する設計とする

とともに，動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めた数量として前処

理建屋に対して１系統，分離建屋に

対して１系統，精製建屋に対して１

系統，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋に対して１系統，高レベル廃

液ガラス固化建屋に対して１系統，

制御建屋に対して１系統，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に対して１系統

の必要数７系統に加え，予備を７系

統，合計14系統以上を有する設計と

する。 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置、分離建屋可搬型情

報収集装置、精製建屋可搬型情報収集

装置、ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置、高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置、第１保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び第２保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置は、収集し

たパラメータを伝送可能な容量を有

する設計とする 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

１）計測制御装置 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置は，収集したパラメータを伝

送可能な容量を有する設計とする。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（18／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋情報収集装置は、収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを電磁的に記録及び保存

し、電源喪失により保存した記録が失

われないようにするとともに帳票と

して出力できる設計とする。また、記

録に必要な容量は、記録が必要な期間

に亘って保存できる容量を有する設

計とする。 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

は，収集した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを電磁的

に記録及び保存し，電源喪失により

保存した記録が失われないようにす

るとともに帳票として出力できる設

計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存

できる容量を有する設計とする。 

  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置は，必要なデータ

量の伝送及び記録容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事

故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアッ

プを必要数以上確保する。 

 

 情報把握計装設備可搬型発電機は，

重大事故等に対処するために必要な

電力を確保するために必要な容量を

有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数

を有する設計とするとともに，故障時

のバックアップを必要数以上確保す

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置は，必要なデータ量

の伝送及び記録容量を有する設計と

し，保有数は，必要数として重大事

故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時のバック

アップを必要数以上確保する。 

情報把握計装設備可搬型発電機

は，重大事故等に対処するために必

要な電力を確保するために必要な容

量を有する設計とし，保有数は，必

要数として重大事故等の対処に必要

な個数を有する設計とするととも

に，故障時のバックアップを必要数

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（19／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

る。 以上確保する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び情報把握計装設備可搬型

発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，対処に

必要となるデータの伝送，記録容量及

び個数を確保することで，共用によっ

て重大事故時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情

報把握計装設備の第１保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，対処に必要と

なるデータの伝送，記録容量及び個

数を確保することで，共用によって

重大事故時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

情報把握計装設備の可搬型情報収集

装置，可搬型情報表示装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機の個数を第

6.2.5－１表に示す。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋又は

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる制御建屋又は

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤は，地

震等により機能が損なわれる場合，

代替設備による機能の確保，修理の

対応等により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する

工程を停止する等の手順を整備す

る。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（20／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる情報把握計装設備の情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び

建屋間伝送用無線装置は，「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能

を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，制御建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用

無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能

を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化

学薬品の漏えいを考慮し，影響を受け

ない位置への設置，被水防護及び被液

防護を講ずる設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建

屋間伝送用無線装置は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設

置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重により

機能を損なわない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備用屋内伝送系統は，溢水量及び

化学薬品の漏えいを考慮し，影響を

受けない位置への設置，被水防護及

び被液防護を講ずる設計とする。 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（21／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる情報把握計装設備の前

処理建屋可搬型情報収集装置，分離建

屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる情報把握計装設備の前

処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可

搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置，第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置及び情報把握

計装設備可搬型発電機は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

 

情報把握計装設備の情報把握計装

設備可搬型発電機は，積雪及び火山

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（22／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置及び情報把

握計装設備可搬型発電機は，想定され

る重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選

定又は当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。□1 使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収

集装置は，可搬型監視ユニット内に搭

載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機

能を損なわない設計とする。 

の影響に対して，積雪に対しては除

雪する手順を，火山の影響（降下火

砕物による積載荷重）に対しては徐

灰及び屋内へ配備する手順を整備す

る。 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計とする。 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

は，可搬型監視ユニット内に搭載す

ることで，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の環境条件を考慮しても機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可

 

6.2.5.2 設計方針 

(５) 操作性の確保 

１）計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 

 

6
2
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（23／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置と情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置との接続，制御建屋可搬型情

報表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な

設計とする。 

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報収

集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置と情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線

装置との接続，制御建屋可搬型情報

表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接

続方式とし，現場での接続が容易に

可能な設計とする。 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に，模

擬入力による機能，性能確認（表示）

及び外観確認が可能な設計とする。 

 

１） 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系

統 

14 系統（うち予備７系統） 

 

建屋間伝送用無線装置 

14 系統（うち予備７系統） 

 

ⅱ）監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

 （有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（24／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

等」と兼用） １ 式□1  

ⅲ 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックアッ

プを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

6
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（25／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２ 台（予備として故障時バックアッ

プを１台） 

 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックアッ

プを１台） 

 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

 

情報把握計装設備可搬型発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

５ 台（予備として故障時バックアッ

プを３台） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（26／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

(b)制御室換気設備 

 

設計基準事故が発生した場合におい

て，運転員その他の従事者が再処理

施設の安全性を確保するための措置

をとれるよう，気体状の放射性物質

及び火災又は爆発により発生する有

毒ガスに対する換気設備の隔離その

他の適切に防護するための措置に必

要な設備として，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備を設ける設

計とする。 

 

 

 

 

 重大事故等が発生した場合におい

て，制御室換気設備は，制御室にと

どまるために十分な換気風量を確保

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制御室換気設備は，代替制御建屋

中央制御室換気設備，制御建屋中央

制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による機能の確保により機能を維持す

る設計とする。また，必要に応じて関

連する工程を停止する等の手順を整備

する。 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等

時に実施組織要員が中央制御室にとど

まるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めた数量２台以

上を有する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される

重大事故等時に実施組織要員が使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室にとどまるために十分な換気風量を

有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めた数

量２台以上を有する設計とする。 

 

 

 

 

【補足説明資料 2-9 中央制御室につ

いて（被ばく評価除く）】 

２．４．２．３ 制御建屋中央制御室

換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の主要な設備を第 11 表に，換

気系統図を第５図及び第６図にそれ

ぞれ示す。 

 重大事故等時において，中央制御室

換気設備並びに使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気設備が機能喪失して外気

との遮断が長期にわたり，室内の環境

が悪化した場合には，代替制御建屋中

央制御室換気設備及び代替使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を

設置して，制御室内の換気が可能な設

計とする。 

 なお，代替制御建屋中央制御室換気

設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備は，設置を完了し

て代替電源設備の制御建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から受電

するまでの間起動しないが，炭酸ガス

濃度が1.0％以下を満たせなくなるま

で中央制御室は約 26 時間，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室は約 163 時間の猶予がある。 

 このことから，代替制御建屋中央制

御室換気設備及び代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

制御室の居住性確保については，換気

設備の機能喪失後，制御室内の炭酸ガ

ス濃度の上昇による影響がでるまで

に代替制御建屋中央制御室換気設備

及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

■発生源 

・記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 「固定源及び可動源に保管され

ている有毒化学物質からの有毒

ガス」からの影響に関する記載が

明記されていない（詳細は「安全

審査 整理資料 第 20 条 制御

室等」参照）。 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

・中央制御室にとどまる実施組織要

員 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまる実施組織要

員 

 

■検知手段 

設計基準事故時の「その他の適切に

防護するための措置」である有毒ガス

の検知手段については，第 20 条で整

理するため，本条文では記載しない

（詳細は「安全審査 整理資料 第 20

条 制御室等」参照）。 

 

 

 

 

■防護措置 

・換気設備の隔離その他の適切に防

護するための措置に必要な設備とし

て，制御建屋中央制御室換気設備及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

 内的事象（基準地震動を超える地

震動以外）の重大事故等発生時に

は，制御建屋中央制御室換気設備

の再循環運転（外気取入れ停止）

を実施する。 

 内的事象（基準地震動を超える地

震動以外）の重大事故等発生時に

は，使用済燃料受入れ貯蔵建屋制

御室換気設備の再循環運転（外気

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室の運転員，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

運転員を有毒ガス防護対象者とする

こと。  

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

設計基準事故時の「その他の適切に

防護するための措置」である有毒ガス

の検知手段については，第 20 条で整

理するため，本条文では記載しない

（詳細は「安全審査 整理資料 第 20

条 制御室等」参照）。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（換気設備） 

有毒ガスが発生した場合でも実施

組織要員がとどまるために必要な居

住性を確保するための設備として，換

気設備を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮しており，有毒ガスを考慮

することは別箇所にて明確にするこ

とから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

設計基準事故時の「その他の適切に

防護するための措置」である有毒ガス

の検知手段については，第 20 条で整

理することから，反映事項はない。 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（換気設備） 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項あり 

 

実施組織要員がとどまるために必

要な居住性を確保するための設備と

して，制御室換気設備を設置すること

は別箇所にて明確にすることから，反

映事項はない。ただし，第 20 条での

変更を踏まえ，補足説明資料 2-9 を変

更する。なお，「制御室の換気設備によ

り外気の連絡を遮断し再循環運転で

6
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（27／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備で構成する。 

 制御室換気設備は，制御建屋中央

制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付け

るとともに，代替制御建屋中央制御

室換気設備及び代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 制御室換気設備は，「リ．（１)（ⅰ） 

電気設備」の一部である非常用電源

建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御建

屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の

460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ

非常用母線及び代替電源設備の制御

建屋可搬型発電機又は使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機により電力を供給する設計とす

る。可搬型発電機の運転に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から

補給が可能な設計とする。 

 設計基準対象の施設と兼用する電

気設備の一部である受電開閉設備等

及び補機駆動用燃料補給設備の一部

である軽油貯槽を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 補機駆動用燃料補給設備の一部で

ある軽油用タンクローリ，代替電源

設備の一部である制御建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所

内電気設備の一部である制御建屋の

可搬型分電盤，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御室換気設備の設置を完了し，外気

の取り入れを開始することができる

と評価しており，居住性を確保できる

ことを確認している。 

 

第 5 図 重大事故等時の中央制御室

換気系統図（１/２） 

 

第 5 図重大事故等時の中央制御室換

気系統図（２/２） 

 

取入れ停止）を実施する。 

 外的事象（基準地震動を超える地

震動発生時）の重大事故等発生時

には，防毒マスク等を装着する。 

 その他の適切に防護するための

措置には，有毒ガスの検知及び防

護措置含めて記載している。設計

基準事故時の防護措置について

は，第 20 条で整理するため，本

条文では記載しない（詳細は「安

全審査 整理資料 第 20 条 制

御室等」参照）。 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，制御

室にとどまる実施組織要員の対処能

力が著しく低下しないことを確認す

ること。 

きる設計とすること。」に係る記載の

明確化については「安全審査 整理資

料 第 20 条 制御室等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

既許可に反映済みの事項を含め，本

条文における有毒ガス防護対策を確

認した結果として，「有毒ガス防護に

係る申請書記載項目の整理表」を，補

足説明資料 2-13 として追加する。 

 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項あり 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（28／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型電源ケーブルを可搬型

重大事故等対処設備として配備す

る。 

 補機駆動用燃料補給設備について

は「リ．(４) (ⅶ)  補機駆動用燃料補給

設備」に，設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開

閉設備等及び代替電源設備並びに代

替所内電気設備については「リ． (１) 

(ⅰ) 電気設備」に示す。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物に対して，代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による機能の確保により重大

事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 制御建屋中央制御室換気設備は，

安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安

全機能を有する施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，回転体が飛散するこ

とを防ぐことで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

第 6 図 重大事故等時の使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気系統図

（１/２） 

 

第 6 図 重大事故等時の使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気系統図

（２/２） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（29／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，想定される重大事故

等時に実施組織要員が中央制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する

設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた数量２台

以上を有する設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量

を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量２台以上を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 制御建屋中央制御室換気設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，想定される重大事故

等時に実施組織要員が中央制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する

設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた数量２台

以上を有する設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量

を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量２台以上を有する設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 2-9 中央制御室につ

いて（被ばく評価除く）】 

５．制御室への地震及び火災等の影響 

 

 地震，自然災害（竜巻等），火災及び

溢水等について，制御室に影響を与え

る事象を抽出し，対応について整理し

た。 

 制御室に影響を与える可能性のあ

る事象として，第 22 表に示す起因事

象（内部火災，内部溢水，地震等）と

同時にもたらされる環境条件が考え

られるが，いずれの場合でも制御室で

の運転操作に影響を与えることはな

い。 

 中央制御室を内包する制御建屋並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室を内包する使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋で想定される環境

条件とその措置は次のとおりとなる。 

 

（５） ばい煙等による制御室内雰囲

気の悪化 

 外部火災により発生する燃焼ガス

やばい煙，有毒ガス及び降下火砕物に

よる制御室の操作雰囲気の悪化に対

しては，外気との連絡口を遮断し，中

央制御室フィルタユニット及び制御

室フィルタユニットを通して制御室

の空気を循環させる再循環運転とす

ることで，制御室にとどまる実施組織

要員を防護できる。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（30／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 制御建屋中央制御室換気設備は，配

管の全周破断に対して，放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）を内包する配管が近傍にない制御

建屋の室に敷設することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，配管の全周破断に対し

て，放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）を内包する配管

が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の室に敷設することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

の代替中央制御室送風機は，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，制御建屋中央制御室換気設備の

中央制御室送風機に給電するための

設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可

搬型発電機から電力を供給すること

で，制御建屋中央制御室換気設備の

中央制御室送風機に対して多様性を

有する設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備の代替制御室送風機

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機と共通

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

を内包する配管が近傍にない制御建屋

の室に敷設することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，

放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）を内包する配管が近

傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の室に敷設することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，制御建屋中

央制御室換気設備の中央制御室送風機

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に給電するための設計基準対象の

施設と兼用する電気設備の一部である

受電開閉設備等に対して，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から電力を

供給することで，制御建屋中央制御室

換気設備の中央制御室送風機に対して

多様性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機と共通要因によ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（31／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機に給電するための設

計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対

して，代替電源設備の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を供給することで，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の制御室送風機に対して多様性

を有する設計とする。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，制御建屋中央制御室換気設備と

共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，制御

建屋中央制御室換気設備とは異なる

換気経路とすることで，制御建屋中

央制御室換気設備に対して独立性を

有する設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

とは異なる換気経路とすることで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に対して独立性を有する設

計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備

の代替中央制御室送風機は，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて

必要な数量を制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機が設置さ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に給電するための設計基準対象の施設

と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等に対して，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機から電力を供給すること

で，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機に対して多

様性を有する設計とする。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，制御建屋中央制御室換気設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，制御建屋中

央制御室換気設備とは異なる換気経路

とすることで，制御建屋中央制御室換

気設備に対して独立性を有する設計と

する。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備とは異なる換

気経路とすることで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備に対して

独立性を有する設計とする。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，制御建屋中

央制御室換気設備の中央制御室送風機

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機が設置される建屋から 100ｍ以

上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，制御建屋にも
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（32／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管する

とともに，制御建屋にも保管するこ

とで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。制御建屋内に保管

する場合は中央制御室送風機が設置

される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備の代替制御室送風機

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管すると

ともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋にも保管することで，必要数及び

故障時バックアップを複数箇所に分

散して保管し，位置的分散を図る。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保

管する場合は制御室送風機が設置さ

れる場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。 

 

 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，他の設備から独

保管することで，必要数及び故障時バ

ックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。制

御建屋内に保管する場合は中央制御室

送風機が設置される場所と異なる場所

に保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで，必要数

及び故障時バックアップを複数個所に

分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内に保管する場合は制御室送風機が

設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，回転体が飛

散することを防ぐことで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（33／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

の代替中央制御室送風機は，想定さ

れる重大事故等時に実施組織要員が

中央制御室にとどまるために十分な

換気風量を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として２台，予備と

して故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを３台の合計

５台以上を確保する。また，代替制

御建屋中央制御室換気設備の代替中

央制御室送風機は，複数の敷設ルー

トで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，制

御建屋内に保管する代替制御建屋中

央制御室換気設備の制御建屋の可搬

型ダクトについては，１式以上の予

備を含めた個数を必要数として確保

する。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

２）制御室換気設備 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，想定される

重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室にとどまるために十分な換気風量

を確保するために必要な台数を有する

設計とするとともに，保有数は，必要

数として２台，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックア

ップを３台の合計５台以上を確保す

る。また，代替制御建屋中央制御室換

気設備の代替中央制御室送風機は，複

数の敷設ルートで対処できるよう必要

数を複数の敷設ルートに確保するとと

もに，制御建屋内に保管する代替制御

建屋中央制御室換気設備の制御建屋の

可搬型ダクトについては，１式以上の

予備を含めた個数を必要数として確保

する。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（34／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

制御室換気設備の代替制御室送風機

は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保するため

に必要な台数を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。ま

た，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の代替制御室送風

機は，複数の敷設ルートで対処でき

るよう必要数を複数の敷設ルートに

確保するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する代替使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクトについて

は，１式以上の予備を含めた個数を

必要数として確保する。 

 

 

 

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる制御建屋に保管し，風（台

風等）により機能を損なわない設計

とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台

風等）により機能を損なわない設計

とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる代替制御建屋中央制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想

定される重大事故等時に実施組織要員

が制御室にとどまるために十分な換気

風量を確保するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを２台の合計３台以上を確保

する。また，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室

送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに

確保するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として

確保する。 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

２）制御室換気設備 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる制御建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風等）によ

り機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替制御建屋中央制御室換
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（35／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，その機能を損なわない設

計とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，制御建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とす

る。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とす

る。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管す

ることにより，機能を損なわない設

計とする。 

気設備は，「1.7.18（５） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない

設計とする。 

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

 

6
3
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（36／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検，性能確認，分解点検が可能

な設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検，性能確認，

分解点検が可能な設計とする。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，再処理施設の運転中又は停止中

に独立して外観点検，分解点検が可

能な設計とする。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，再処理施設の運

転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備は，外観の確認が可

能な設計とする。 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）

制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台）    

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） 

１ 系統           

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備 

制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台）    

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気

ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（37／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

兼用）      １ 系統     

ⅲ） 計測制御装置 

制御建屋安全系監視制御盤（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

１ 式             

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系

監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」

と兼用）      １ 式    

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 代替制御建屋中央制御室換気

設備 

代替中央制御室送風機  ５ 台

（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを３台） 

制御建屋の可搬型ダクト 300 ｍ/

式（予備として故障時バックアップを

1式） 

ⅱ） 代替使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備 

代替制御室送風機  ３ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台）      

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

約300 ｍ／式（予備として故障時

バックアップを１式） 

 

 

（c） 制御室照明設備 

 設計基準事故が発生した場合にお

いて，制御室照明設備は，運転員その

他の従事者が操作，作業及び監視を適

切に実施できるよう照明設備を設け

る設計とする。 

 重大事故等が発生した場合におい

て，制御室照明設備は，制御室にとど

まるために必要な照明を確保できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/54 ページ参照 － 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（38／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 制御室照明設備は，中央制御室照明

設備，中央制御室代替照明設備，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室照明設備並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代

替照明設備で構成する。 

 中央制御室代替照明設備は，可搬型

代替照明を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，可搬型

代替照明を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドラ

イト及びＬＥＤヘッドライトを用い

て操作，作業及び監視を適切に実施で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に給電するための設

計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対

して，中央制御室代替照明設備に内蔵

した蓄電池から電力を供給すること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有

する設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

央制御室照明設備の運転保安灯及び直

流非常灯に給電するための設計基準対

象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等に対して，中央制

御室代替照明設備に内蔵されている蓄

電池から電力を供給することで，中央

制御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯に対して多様性を有する設計と

する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

6
4
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（39／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に給電するための設

計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対

して，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備に内蔵

した蓄電池から電力を供給すること

で，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有

する設計とする。 

 中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，中央制御室代替照明設備のみで使

用可能とすることで，中央制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯に

対して独立性を有する設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備のみで使

用可能とすることで，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯に

対して独立性を有する設計とする。 

 中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯と共通要因によって同時にそ

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に給電するための設計基準対象の施

設と兼用する電気設備の一部である受

電開閉設備等に対して，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替

照明設備に内蔵されている蓄電池から

電力を供給することで，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。 

 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

央制御室代替照明設備のみで使用可能

とすることで，中央制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して独

立性を有する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室代替照明設備のみで使用可能とする

ことで，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯に対して独立性を有

する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（40／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必

要な数量を中央制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋内にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合

は運転保安灯及び直流非常灯が設置

される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，

故障時バックアップを含めて必要な

数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋か

ら100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックア

ップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に保管する場合は運転保

安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る。 

 

 

 

能が損なわれるおそれがないように，

中央制御室照明設備の運転保安灯及び

直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管

エリアに保管するとともに，制御建屋

にも保管することで，必要数及び故障

時バックアップを複数個所に分散して

保管し，位置的分散を図る設計とす

る。制御建屋内に保管する場合は中央

制御室照明設備の運転保安灯及び直流

非常灯が設置される場所と異なる場所

に保管することで位置的分散を図る。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋にも保管することで，必要数及び

故障時バックアップを複数個所に分散

して保管し，位置的分散を図る設計と

する。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

３）制御室照明設備 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（41／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 中央制御室代替照明設備の可搬型

代替照明は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室で操作

可能な照明を確保するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として 76 台，予備と

して故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを 86 台の合計

162 台以上を確保する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備の可搬型

代替照明は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作

可能な照明を確保するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として 17 台，予備と

して故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを 19 台の合計

36 台以上を確保する。 

 

 

 

 

 中央制御室代替照明設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制

御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風（台風等）により機能を損なわない

設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室代替照明設

備は，「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定さ

れる重大事故等時に実施組織要員が中

央制御室で操作可能な照明を確保する

ために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として76

台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを86台

の合計162台以上を確保する。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室で操作可能な照明を確保するため

に必要な台数を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として17台，

予備として故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）に

より機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損な

わない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室代替照明設

備は，「1.7.18（５） 地震を要因と
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（42／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，その機能を損なわない設計とす

る。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備は，「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震

を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで，その機能を損なわない設計とす

る。 

 中央制御室代替照明設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とす

る。 

 中央制御室代替照明設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。 

 中央制御室代替照明設備は，再処理

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備は，「1.7.18（５） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。 

 

中央制御室代替照明設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計

とする。 

中央制御室代替照明設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない

位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない

位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（43／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の運転中又は停止中に独立して

外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

 中央制御室代替照明設備は，外観の

確認が可能な設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に独立して

外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室代替照明設備は，外観の

確認が可能な設計とする。 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明   162 台（予備

として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを86台） 

ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室代替照明設備 

可搬型代替照明  36 台（予備と

して故障時及び待機除外時のバック

アップを19台） 

     

 

（d） 制御室遮蔽設備 

 設計基準事故が発生した場合にお

いて，制御室遮蔽設備は，制御建屋又

は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と一体

構造とし，制御室にとどまり必要な操

作及び措置を行う運転員その他の従

事者が過度の被ばくを受けない設計

とする。 

 また，重大事故等が発生した場合に

おいて，制御室遮蔽設備は，制御室に

とどまる実施組織要員が過度の被ば

くをうけないよう，十分な壁厚さを有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（44／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 制御室遮蔽設備は，中央制御室の中

央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室遮蔽で構成する。 

 制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽

及び制御室遮蔽を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 中央制御室遮蔽は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 制御室遮蔽は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。 

 中央制御室遮蔽は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

３）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室遮蔽は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（45／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 中央制御室遮蔽は，外観の確認が可

能な設計とする。 

 制御室遮蔽は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検が可能な設計

とする。 

 制御室遮蔽は，外観の確認が可能な

設計とする。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） 

厚さ 約１．０ｍ以上   

ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）

制御室等」と兼用） 

厚さ 約１．０ｍ以上    

 

     

 

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室環境測定設備は，制御室内

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

制御室環境測定設備は，中央制御室

環境測定設備及び使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。 

中央制御室環境測定設備は，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

【補足説明資料 2-6 主要設備の設定

根拠】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

・可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 制御室環境測定設備のうち，可搬

型窒素酸化物濃度計による NOｘ

の検知を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

・有毒ガスの検知手段（濃度計） 

必要な期間にわたり安全にとどま

ることができることを確認するため

の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計，可搬型窒素酸化物濃度計を

配備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

・有毒ガスの検知手段（濃度計） 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

重大事故等発生時において，有毒ガ

スの検知手段として期待するものは，

制御室環境測定設備の可搬型窒素酸

化物濃度計及び通信連絡設備である。 

有毒ガスの検知については，上記の

既許可記載の範囲である「可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御

室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒

素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必

要な台数を有する設計とする。」に包

含されるため，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（46／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

中央制御室環境測定設備は，制御建

屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋内にも保管するこ

とで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的

分散を図る。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。 

 

 

 

 

 

中央制御室環境測定設備の可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央

制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がな

い範囲内にあることを測定するため

に必要な台数を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として各１

個を１セットとして，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セ

ット以上を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備の可搬型

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するとと

もに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バック

アップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋から100ｍ以

上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，対処を行

う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個

所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度

計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支

障がない範囲内にあることを測定す

るために必要な台数を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数と

して各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを２セット

の合計３セット以上を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備の可搬型

【補足説明資料 2-9 中央制御室につ

いて（被ばく評価除く）】 

２．４．２．５ 制御室環境測定設備 

 制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計は，制御室の

居住環境の基準値の範囲を測定でき

るものを，それぞれ３台（うち２台は

故障時予備）配備する。第 13 表に制

御室に配備する可搬型酸素濃度計，可

搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計の概要を示す。 

 

第 13 表 可搬型酸素濃度計，可搬型

二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

第 47 条に示す通信連絡設備を用い

るため，本条文では記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

本文： 反映事項なし 

添六： 反映事項なし 

添八： 反映事項なし 

補足： 反映事項なし 

 

第 47 条において，通信連絡設備を

設置することが明確であることから，

反映事項はない。 

また，通信連絡設備を設置すること

については，別箇所にて記載している

ため本項への反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（47／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
4
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がな

い範囲内にあることを測定するため

に必要な台数を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として各１

個を１セットとして，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セ

ット以上を確保する。 

 

 

 

 

 

中央制御室環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制

御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，

風（台風等）により機能を損なわない

設計とする。 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室環境測定設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで，その機能を損なわない設計と

する。 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度

計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の酸素濃度，二酸化炭素

濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支

障がない範囲内にあることを測定す

るために必要な台数を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数と

して各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを２セット

の合計３セット以上を確保する。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）に

より機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損な

わない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室環境測定設備

は，「1.7.18（５） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，「1.7.18（５） 地震を要因と
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（48／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで，その機能を損なわない設計と

する。 

中央制御室環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とす

る。 

中央制御室環境測定設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。 

中央制御室環境測定設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，

分解点検が可能な設計とする。 

中央制御室環境測定設備は，外観の

確認が可能な設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，

分解点検が可能な設計とする。 

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。 

 

中央制御室環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設

計とする。 

中央制御室環境測定設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない

位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない

位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（49／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備は，外観の

確認が可能な設計とする。 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計  ３ 台（予備と

して故障時及び待機除外時のバック

アップを２台）  

可搬型二酸化炭素濃度計  ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）  

可搬型窒素酸化物濃度計  ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）  

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計  ３ 台（予備と

して故障時及び待機除外時のバック

アップを２台）  

可搬型二酸化炭素濃度計  ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）  

可搬型窒素酸化物濃度計  ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台）  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（50／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（f） 制御室放射線計測設備 

 重大事故等が発生した場合におい

て，制御室放射線計測設備は，制御室

内の線量当量率及び空気中の放射性

物質濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できる設計とする。 

 制御室放射線計測設備は，中央制御

室放射線計測設備並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

放射線計測設備で構成する。 

 中央制御室放射線計測設備は，ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を

可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を

可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

 

 

 

 中央制御室放射線計測設備は，制御

建屋内に必要数及び故障時バックア

ップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及

び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び

故障時バックアップを複数個所に分

散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 整理すべき事項なし 

 

－ 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（51／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 中央制御室放射線計測設備のガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

中央制御室の実効線量が活動に支障

がない範囲内にあることを測定する

ために必要な台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セット，予備として故障時

バックアップを１セットの合計２セ

ット以上を確保する。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備のガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の実効線量が活動に支障

がない範囲内にあることを測定する

ために必要な台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セット，予備として故障時

バックアップを１セットの合計２セ

ット以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 中央制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）によ

り機能を損なわない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

6.2.5.2 設計方針 

(３) 個数及び容量 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備のガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

中央制御室の実効線量が活動に支障

がない範囲内にあることを測定する

ために必要な台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セットとして，予備として

故障時のバックアップを１セットの

合計２セット以上を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備のガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の実効線量が活動に支障

がない範囲内にあることを測定する

ために必要な台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セットとして，予備として

故障時のバックアップを１セットの

合計２セット以上を確保する。 

 

6.2.5.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）によ

り機能を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（52／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室放射線計測

設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，その機能を損なわない設計

とする。 

 地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，その機能を損なわない設計

とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。 

 中央制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

施設の制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管

し，風（台風等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる中央制御室放射線計測

設備は，「1.7.18（５） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備は，「1.7.18（５） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

 

中央制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。 

中央制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

6
5
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（53／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点

検，分解点検が可能な設計とする。 

 中央制御室放射線計測設備は，外観

の確認が可能な設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点

検，分解点検が可能な設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，外観

の確認が可能な設計とする。 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

 ii) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

 

 

6
5
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 44 条）（54／54） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 
 

補
2-
1
3
-
5
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 
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